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第第第第２２２２回回回回    諏訪湖環境改善に係る専門家による検討の場諏訪湖環境改善に係る専門家による検討の場諏訪湖環境改善に係る専門家による検討の場諏訪湖環境改善に係る専門家による検討の場    議事録議事録議事録議事録    

 

日 時  平成28年10月18日（火） 

午後２時～５時 

場 所  長野県庁 議会棟404,405会議室 

 

１１１１    開会開会開会開会、あいさつ、あいさつ、あいさつ、あいさつ    

事務局 

（長野県 

水大気環境課 

酒井補佐） 

 

 

関環境部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（酒井補佐） 

 

 

 

 

定刻となりましたので、ただ今から「第２回諏訪湖環境改善に係る専

門家による検討の場」を開会します。 

本日の進行を務めさせていただきます長野県環境部水大気環境課の酒

井文雄と申します。よろしくお願いいたします。 

はじめに、長野県環境部長の関よりご挨拶を申し上げます。 

 

県の環境部長の関でございます。 

前回に続きまして委員の皆さまには非常にご多忙のところ御出席いた

だきありがとうございます。 

御承知のとおり７月下旬のワカサギなどの大量死を受けまして、前回

第１回の検討の場におきまして、委員の皆さまから、各種のデータを収

集し、原因について再度の検証が必要であるとのお話をいただきました。 

その後、信州大学さまから提供していただきましたデータを基に原因

の解析を行っているところでございますが、湖全体で溶存酸素量が低下

したことが大きな要因とは考えておりますが、１つ目には大量死の発生

した時刻的なものが明確ではないこと、２つ目には、測定データが少な

いことから、原因の特定には至っておりません。 

今回のようなワカサギの大量死の原因を特定するためには、現在の水

質の調査データでは不足が生じており、測定体制を更に充実をしていく

必要があると県としても認識をしております。 

また、諏訪湖漁業協同組合の皆さまには、現地で漁の対策について苦

汁の選択をしてお決めしていただいておりまして、そういったことを受

けて県へも今後の対策についてご要望をいただいたところでございま

す。 

本日委員の皆さまには、この諏訪湖で今後の行うべき貧酸素対策や他

に課題となっているヒシの大量発生、生物多様性などの施策について、

応急的にできること、また、長期的な観点から行っていくべきこと、様々

なご提言をいただきたいと思っております。 

第１回検討の場では、事務局からの説明が主となりましたが、今回は

そういったものを踏まえて委員の皆さまからの御提言を主としてお聞き

し、今後の対策を考えていきたいと思っておりますのでどうぞよろしく

お願いいたします。 

 

本日都合により、環境省の渡邊委員が欠席されております。渡邊委員

の代理として環境省水環境課の谷課長補佐に御出席いただいております

のでご報告いたします。 

また、オブザーバーとして諏訪湖漁業協同組合の藤森組合長に出席い

ただいております。よろしくお願いします。 

なお、本会議の議事録を作成するため、本会議の音声を録音しており

ますのでご承知おきください。 

ここで資料の確認をお願いします。本日は会議次第の他に、資料１か
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ら資料４まで配付してございます。資料３は、資料３－１から資料３－

12となっております。 

  資料につきましては、委員の皆さまに事前に配布したところでござい

ますが、資料２（１）を追加資料として、資料３を差し替え資料として

お手元に配布してございます。また、環境省から提供いただいた貧酸素

対策のモデル事業の概要資料を委員限りといたしまして配布してござ

います。 

不足、乱丁等がございましたら、事務局までお知らせください。 

会議に入りますが、会議は本検討の場の設置要綱により委員長が議長

となることとしています。 

それでは、沖野委員長、議事の進行をよろしくお願いします。 

    

２２２２    会議事項会議事項会議事項会議事項    

沖野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（酒井補佐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。  

問題の諏訪湖のほうも気温が下がってきてようやく、とりあえずは落

ちついているようですが、まだまだ問題が解決したわけではありません

ので、ぜひこの検討会でいろいろ妙案が出てくればよいかなと思ってい

ますので、ご忌憚のないご意見をお聞かせいただければと思います。  

それでは、最初に会議事項の１の「検討事項について」、これは資料１

ですね。事務局からご説明をお願いします。 

 

事務局から説明をさせていただきます。着座にて説明させていただき

ます。本日、委員の皆様に議論していただきたい点についてまとめたも

のが資料１でございます。 

１つ目でございますが、湖底の貧酸素について議論していただきたい

と考えております。７月下旬に発生しましたワカサギの大量死の原因等

につきましては、この後資料２で説明させていただきますが、このワカ

サギの大量死の原因の一つと考えております貧酸素水域の拡大、この対

策として今後行っていくべき短期的、長期的な貧酸素対策について、県

あるいは関係者において何をすべきであるのか、何ができるのか、委員

の皆様に、これまでの経験などを踏まえご提言をいただきたいと思って

おります。 

また諏訪湖でヒシが繁茂している場所、沿岸域でございますが、ここ

も貧酸素状態になっております。また、湖心においても毎年夏場に貧酸

素状態になっておりますが、優先的に対策すべき場所がどこであるのか、

また貧酸素対策ということで、エアレーションや高濃度酸素水の供給な

ど、機械的な貧酸素対策を行っていただきたいというような要望も出て

いるところでございます。このようなものを導入した場合による貧酸素

対策の有効性、また導入した場合の影響についてご議論をいただきたい

と考えております。 

また、２の検討事項といたしまして、１の貧酸素対策にもつながると

ころでございますが、ヒシの大量繁茂に関しまして、ヒシの刈取量や抑

制方法、ヒシの刈り取りによる影響についてご議論いただきたいと思っ

ております。 

また、３の生態系に関連した検討事項といたしまして、ターゲットと

するシジミの種類、シジミが採れる諏訪湖に向けてどのような種類が望

ましいのかなどシジミの生息に関することを。植生の保全といたしまし

て、保護、回復させる水生植物などについて、事務局から現状などにつ

いて説明した後、委員の皆様にご議論をいただきたいと考えております。 
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下の図でございますが、第１回の検討の場において本検討の場で検討

していただく５つの事項を挙げたところでございます。「湖底の貧酸素対

策」「ヒシの大量繁茂」「シジミの復活」「生物多様性」「水質汚濁対策」、

それぞれを個々に議論するのではなく、議論する上でそれぞれの事項が

どんな関連を持っているかということを示した上で議論する必要がある

のではないかという意見をいただいたところございます。 

事務局で考えられる関連性を図として示したものでございます。この

関連図についてもご意見をいただきたいと考えておりますが、本日はこ

の関連図を参考の上、ご討議いただければと思っております。 

以上、本日検討いただきたい事項についてご説明をさせていただきま

した。 

 

はい、ありがとうございました。 

今日は３点検討事項がありますが、最初の湖底の貧酸素問題は、ワカ

サギの大量死ということが結果として出ているのでそれを中心にして、

最初にこれについて検討していきます。その後、ヒシの問題と、それか

ら諏訪湖の目指すべき課題の順番で行いますが、それぞれに関連する資

料を事前に事務局から説明していただいて、その後、討議という形にな

りますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、次第の「ワカサギ等の大量死について」ということで、貧

酸素問題も含めて事務局から資料についてご説明をいただきたいと思い

ます。 

 

資料は追加してお配りした資料２（１）及びＡ３判の資料２で説明さ

せていただきたいと思います。 

 

では、今ご説明いただいた資料１の図ですね。これはまた最後のとこ

ろで、もし問題があればご指摘いただければと思いますので、これはと

りあえず後回しにさせていただきます。 

では最初に、ワカサギの大量死に関連する問題として、資料２と資料

２（１）について事務局からご説明をお願いします。 

 

では、まずＡ３判の資料２をごらんください。この資料でございます

が、左側の列には県の考察を、右側の列は、事前に委員の皆様に県の考

察を示した上で、委員の皆様からいただいた意見を掲載したものでござ

います。 

事前に資料を配付しておりますので、考察の詳細につきましては時間

の関係で省略いたしますが、原因として考える事項を資料２（１）、追加

した資料でございますがこちらにまとめさせていただきました。 

委員の皆様からいただいた意見を踏まえ３つの事項を挙げておりま

す。 

１つ目の原因といたしまして「貧酸素水域の拡大」を挙げております。

これは第１回検討の場でも原因ではないかということで挙げたものでご

ざいます。しかしながら、委員の皆様からの意見にも述べられているよ

うに、１つとして回遊魚であるワカサギが貧酸素場所からなぜ回避でき

なかったのか。貧酸素に弱いとされるブラックバス、またエビなどほか

の魚類が死亡していない状況であったこと。また、第１回の検討の場で

意見がありましたが、死亡魚発見時と溶存酸素低下時にタイムラグが生

じているというようなことを疑問点として挙げてあります。この疑問点
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を解消するデータは無く、貧酸素水域の拡大を原因として断定できるよ

うな状態にはなっておりません。 

２つ目の原因でございますが、沖野委員長、武居委員、宮原委員、山

室委員から意見をいただいております「菌類、バクテリア、プランクト

ンなどによる影響」を挙げております。 

事故後の７月 29 日に行ったプランクトン調査において、プランクトン

総数の減少が見られたところでございます。また、淡水赤潮の原因生物

として知られている鞭毛藻類のペリディニウムについて増加が確認され

ております。 

Ａ３判の資料２の４ページをごらんください。 

図－７にプランクトン調査の結果、小さくて見えにくくて申しわけご

ざいませんが、左が 28 年度、右が 27 年度のプランクトンの調査結果を

示してございます。 

これを見ますと、平成 27 年度と比較いたしまして、平成 28 年度の総

細胞数が減っているということがおわかりになるかと思います。 

また武居委員から要望のありました、プランクトンの経年変化につい

て、資料３－２として平成 25 年から平成 28 年までのプランクトン種の

推移を、まとめたものではございませんが、資料として提出させていた

だきました。 

今年の夏場につきましては藍藻類が過去に比べて少ないということが

わかっております。藍藻類の減少で光合成による酸素供給が例年より少

なかったのではないかということが考えられるところでございます。 

また、ペリディニウムにつきましては、25 年度以降毎年夏場に確認さ

れておりますが、過去と比較して平成 28 年度が特に多かったというよう

な状況ではありませんでした。 

植物プランクトンが減少したことは事実でありまして、この減少した

原因については特定できておりませんが、ワカサギ等の大量死の考えら

れる原因ということで「菌類、バクテリア、プランクトンなどによる影

響」を挙げたところでございます。 

資料２（１）に戻りますが、原因として考えられる３つ目といたしま

して「アンモニア性窒素などによる有害物質による影響」を挙げてござ

います。 

これにつきましては、第１回の検討の場、また武居委員からアンモニ

ア性窒素などの有害物質による影響について意見をいただいておりま

す。 

資料２の６ページに水質調査結果を掲載してございます。 

右側の図－13、これは信州大学の宮原委員から提供いただいた水質測

定結果でございます。 

下から３つ目の枠がアンモニア性窒素でございますが、事故後の７月

28 日、29 日、黄色いセルのところでございますが、アンモニア性窒素が

前後と比べて表層から下層まで高くなっているということがわかってお

ります。 

県の測定結果については左側の図－12 で示しておりますが、事故直後

のデータがなく、第１回の検討の場におきましてはこの有害物質による

影響を原因として挙げてはおりませんでした。 

提供いただいたデータや、また水産用水基準、これはアンモニア性窒

素ですと 0.01 ㎎/L となりますが、信州大学から提供いただいた数値と

比べると、全層で水産用水基準を上回っているということもありまして、

考えられる原因として挙げたものでございます。 
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資料２（１）に戻りますが。これまで挙げた３つの原因が全て関係し

ていると仮定した場合の関連図を描いたものでございます。ただ、仮定

であって、どれを起因としてそれぞれつながっていくかというのが不明

なところでございます。参考程度としていただければと思います。 

以上３つの原因を挙げさせていただきましたが、いずれの原因につい

てもワカサギ等の大量発生時点のデータが少なく、断定、証明できたも

のではありません。今後につきましても新たなデータがないというよう

な中で、原因を特定することについては困難ではないかと考えていると

ころでございます。 

今回、特定は困難となりましたが、このような事象が起きた場合、ど

のような物質を調査すればいいのか、どのような地点で調査すればいい

かというのは把握したところでございます。 

再度、このような事故はあってはいけないことでございますが、その

ような事故があった場合の初動調査については十分やっていきたいと、

また、測定体制につきましても今以上に充実した体制で臨んでいきたい

と考えているところでございます。 

以上、ワカサギ等の大量死について説明させていただきました。 

 

ありがとうございました。関連しますので、次に水産試験場の伝田さ

んから資料３－１と３－３についてご説明いただきます。 

 

水産試験場諏訪支場の伝田です。資料３－１と３－３についてご説明

させていただきます。着座で失礼いたします。 

資料３－１には淡水魚の貧酸素耐性関連の資料を用意させていただき

ました。 

まず資料１としましては、これは一般的に用いられている数字ですけ

れども、日本水産資源保護協会の水産用水基準の数字を入れさせていた

だいております。原典は mL/L という単位になっておりますので、右にそ

れを mg/L に直した値で示させていただいております。魚介類の致死濃度

としましては、底生魚類が 2.1 ㎎/L、甲殻類が 3.6 ㎎/L という一つの臨

界濃度というのが示されているところです。 

資料２につきましては実際の実験データです。狭いところに閉じ込め

た影響等をできるだけ出ないよう配慮をされた上での実験のデータを集

めてみました。死亡時の溶存酸素濃度が比較的高いものとしましては、

カワマスの 2.64 ㎎/L、あとオイカワの 1.41 ㎎/L などがございます。あ

とはそちらに記載のとおりです。 

次のページをごらんいただきたいと思います。これは中央環境審議会

水環境部会で底層溶存酸素量の目標設定の検討についてということで資

料を作成されております。その中で、先ほど紹介しましたような文献か

らのデータを統一して比較できるようにということで、LC50、半数致死

と、LC５、５％致死ということで、24 時間をまとめたものがこちらに示

されております。こちらで見ますと、24 時間の半数致死濃度がタモロコ

が 2.3mg/L、カマツカで 1.8mg/L というような数字が示されています。

５％、いわば死に初めと言っていいかと思いますけれども、こちらにな

りますと、タモロコが 3.0 ㎎/L、カマツカで 2.3mg/L という数字になっ

ております。残念ながら、ワカサギそのものについてのデータは見つけ

ることができませんでした。 

次に、ワカサギの高水温耐性に関する資料につきまして何点か調べた

ものをご報告したいと思います。まず、2003 年に調べられた宍道湖での
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死亡に絡みまして調査実験等が行われております。この実験では 30℃で

ワカサギの死亡が始まって、あと水温が上がるに従って、日間死亡率も

上がっているという結果になっています。あと 2011 年には茨城県で実験

を行っております。こちらの実験では 29℃で死亡が始まりまして、ワカ

サギの半数致死水温というのは 29.1℃であったということが報告されて

おります。あと、直接死亡に結びつくものではありませんけれども、呼

吸量を調査した報告がございまして、そちらではワカサギは 23℃で最大

になり、26℃までいってこのあたりが一番ワカサギの呼吸量が高いと考

えていいかと思います。26℃を超えると水温の上昇に伴って呼吸量がむ

しろ減り始めまして、28℃で死亡。このことから 26℃を超えると代謝異

常を来すものというように推測しております。 

あと実際、天然の湖沼において高水温が原因と見られるワカサギの死

亡事例である程度細かく報告されたものにつきまして拾ってみました。

1990 年の宍道湖、こちらの場合は、水温 30℃を超えた日が 36 日という

年だったということです。霞ヶ浦の 2010 年ですけれども、ほぼ１カ月間、

日間最低水温が 29℃台で推移し、最高水温 31℃以上の期間が３ないし

10 日連続した時に死亡があったというような報告がございます。 

おおむね 30℃かそれかもう少し下あたりがワカサギの限界水温と考え

てよろしいかと思います。 

 

続きまして資料３－３を紹介させていただきます。 

岡谷市湊沖の湖水の変色についてということで、今回の死亡が起きる

１週間ほど前に、岡谷市の釜口水門の近くなんですけれども、そちらの

ほうで水が赤っぽい褐色になっている、赤い感じがするということで漁

業者の方から水産試験場へ連絡をいただきましてそれを調べた結果で

す。 

詳細につきましては一覧のとおりですけれども、水産試験場が行った

段階では赤い水が感じられるような褐色というのは確認できませんでし

た。ただ、その付近では水深３メートルで 1.0mg/L と酸素が低めなのは

確認しています。少し離れた網生簀あたりまで行きますと、やや低めで

したけれどもそれほど極端なものではなかったということです。 

赤いのが見られたというところ、試験場が行ったときには赤くはなか

ったんですけれども、そちらのところで表層のプランクトンを調べたと

ころ、藍藻類とその他としまして鞭毛藻類のペリディニウムとクリプト

モナスが確認されております。こちらのほうは、宮原委員にも見ていた

だいて、同様なものを確認したということでございます。 

当日の状況ですけれども、聞き取り調査をしたんですけれども、航跡

が褐色になったという話はあったんですけれども、これにつきましては、

表層下の珪藻が巻き上げられた褐色であって、試験場に通報のあった赤

っぽい状態とは別のものではないかというように考えております。 

赤っぽい状態というのはペリディニウムと見られましたことから、鞭

毛藻類が蝟集して、軽度の赤潮状態になったものではないかと考えてお

ります。そういった状況がありましたので、その２日後にまた同じあた

りの調査をしております。そちらのときには褐色の状態は確認できたん

ですけれども、やっぱり赤い状況は確認できていない。あと、うちに連

絡いただいた漁業者に確認したところ、19 日、20 日に赤っぽい感じはあ

ったけれども、21 日以降、そういった場所は見られないという回答があ

りました。 

ＤＯ観測値がそちらの下の表にありますけれども、このときに軽度の
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淡水赤潮の状態になって、それが比較的短時間で解消したものと考えて

おります。以上です。 

 

どうもありがとうございます。資料がいろいろたくさんあってわかり

づらいかもしれませんが、まとめて後ほど検討したいと思います。 

今日はオブザーバーとして、藤森組合長さんにもご説明をいただきま

す。前回もいろいろ述べていただきましたが、何か追加的にあるようで

したら簡単にご発言ください。 

 

それでは、前回も私からお話しさせていただいたんですけれども、先

ほどから湖底のヘドロの話が出ていますので、有識者の方がヘドロを見

たことがあるかどうかわからないんですけれども、今日持ってきていま

すので皆さんにお配りします。今朝とったヘドロですのでこういうもの

が湖底にありますということをご認識いただければいいかなと思いま

す。（ビニール袋入りのヘドロを委員に配布） 

今朝、これは上諏訪の、諏訪の足湯がありまして、七ツ釜のところで

すね。そこからとってきたヘドロです。このヘドロについては秋に業者

に測っていただいて窒素とリンがどのくらい入っているかというデータ

がここにありますので御確認いただければと思います。こういうものが

諏訪湖に浅いところで 50 センチぐらい、深いところでは１メートルぐら

いたまっている状況のようです。 

これは沖野先生の本によりますと、20 数年前はほとんどアオコの死ん

だのが湖底に沈んでヘドロになっていったという資料がございますけれ

ども、今は、これ調べていただいたらほとんどがヒシの腐ったものが沈

殿してヘドロになっているということだそうです。 

それでは、諏訪湖におけるワカサギ大量死の発生原因とこれから何を

していったらいいかということについて、これは漁協でいろいろ検討し

ているんですけれどもその結果をお話したいと思います。素人の考え方

なので的を射ているかどうかわかりませんけれどもお話したいと思いま

す。 

１つとして発生原因についてですけれども、ワカサギの大量死が発生

した原因はおそらく湖底の貧酸素水が原因であるということについて

は、直接的な原因なのか間接的な原因なのかわからないんですけれども

今までの資料で明らかではないかなと思います。 

この貧酸素水がどのような働きをしてどのような形でワカサギに対し

て刺激を与えて瞬間的に死を与えたかということについての解明は有識

者の皆さんもいろいろ考えておられますけれどもまだまだ解明はできて

いないというのが現状かと思います。 

さらに湖底に貧酸素水が全くなかったということになれば、今回のよ

うなワカサギの大量死は当然発生しなかったのではないかなとは思いま

す。諏訪湖においては湖底の貧酸素が湖底に生息していた魚介類、ある

いはその魚のえさとなっていた湖底に生息していた昆虫類、さらにその

幼虫、そういったものを絶滅させた経緯があります。要するに湖底に生

息していた魚介類の漁獲が全く今ないというのはここ十数年の現状であ

ったということも認識していただけたらと思います。 

漁協としては湖底の貧酸素対策が一番重要だと思っておりますので、

その対策としては、一つとして緊急対策ですね。喫緊の課題として応急

措置をとらなければいけないんですけれども、その方法は何かというの

を推定してみました。さらには恒久的な対策として良好な自然を復活さ
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沖野委員長 

せるという、少し時間をかけてやるべきことがあるんじゃないかという

ことで、この２つについて漁協としていろいろ検討してきました。 

一つは、緊急対策として一つ、湖底の貧酸素水を外に排出するという

ことで常に貧酸素水の量を少なくしておくということになれば、上下混

合が起きても貧酸素水が少ないので大きな影響はないんじゃないかなと

考えています。 

もう一つは、湖底の貧酸素水を有酸素水に変えておくということも一

つの方法ではないかと。これはナノバブルだとかマイクロバブルだとか、

あるいはジェットストリーマー、あるいは湖底の貧酸素水に直接酸素を

注入する方法とかいろいろありまして、実証実験をやっていく中でこれ

はと思われるようなものも中にはあるということです。 

緊急対策としては、貧酸素水を外に出すということ、あるいは貧酸素

水を有酸素水に変えるということこの二つだと思います。 

恒久的な対策としてはもう既に県としていろいろ手を打っていただい

ておりますのでそれを続けてやっていただけたらどうかなと思います。 

一つは貧酸素の発生する直接的な要因、これは何かと。今日お持ちし

ましたヘドロが、皆さんご存知のように湖底で冷たい水の中から酸素を

吸収して貧酸素水になること。したがって、ヘドロがなくなればいいと

いうことになると、浚渫ということも考えなければいけなくなると思い

ますし、ヘドロが発生しないような諏訪湖の状況をつくること。今現在

はヘドロの大部分はヒシということになりますので、ヒシを除去してお

けばヘドロの量もそれほど多くならなくて済むのではないかと思いま

す。 

あとは砂の遠浅の渚、これ今つくっていただいているんですけれども、

これをさらに増設するということによって、エアレーションによって諏

訪湖の水に酸素を供給していくと。ここは当然シジミの生息場所になる

わけですけれども。 

あと、諏訪湖の周囲にめぐらせている矢板が打ってあります。この矢

板を全部とは言いませんけれども、部分的に伏流水の流れてくるような

ところを取り除くということによって伏流水がそこに入ってこれるとい

うことも必要かなと思います。 

あと、流入河川の通常時流速保持、現在流入河川の状況を見ています

と、特に上諏訪方面の河川を見ますとほとんど流速がないという状況で

す。そのために水がそこで腐ってしまうと。腐った水がまた諏訪湖に流

れてくるということになっていますので、川幅を縮めて流速をつくると

いうのが必要ではないかと思います。 

また、諏訪湖の湖底に水が停滞しないような仕組みをつくるというこ

と。これは湖内に水路ができるとういことと、あるいは強制的に水流を

つくるということ、今そんなことが考えられるのではないかと思います。 

あと、生物多様性に富んだ湖岸の造成が必要ではないかと。これはマ

コモ水辺だとか沈水植物だとかそういったものでどうかなと考えていま

す。 

さらに魚の生息環境への配慮ということで、魚礁だとか布団籠だとか

蛇籠だとかそういったものを適切に配置するということによって魚の生

息環境も復活できるんじゃないかなと思っております。 

これは漁協の漁師の人たちと話をした内容なんですけれども、参考に

していただければ幸いだと思っています。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。非常にたくさんの提案をしていただきまし
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た。 

 

先ほどちょっと説明漏れがございましたのでお願いいたします。 

資料３の３ページ目に委員の皆さんからいただいた質問、要望事項を

書いてございますけれども、病気に関するものが幾つかございましたの

でそちらにつきまして試験場で調べたものです。 

ウイルス等の疾病について可能性はどうかということでお尋ねがあり

ましたが、非常に短期間で起きているということからウイルスによる病

気というのは非常に考えにくいのではないかと。 

あと、エラの異常、異常なものの付着、あるいは異常な粘液分泌等、

そういった病的な症状は見られておりません。病気とは考えにくいとい

うように見ております。以上です。 

 

ありがとうございました。ざっと見てきましたが、頭がポーッとなっ

てしまっていると思いますのでなかなかご意見がまとまらないと思いま

すが、検討会ですので何でもどこからでも話していただいて、後で事務

局に整理をしていただきます。 

最初に、一番諏訪湖に近いところにいる専門家の方で宮原委員から何

か気がついたことがあったら、または提案でも結構ですがご発言くださ

い。 

 

今、提案とあったところですが、まず酸素に限らずいろいろとご検討

いただきましてどうもありがとうございます。 

その中で、いろいろと事務局から、今後の観測体制について、あるい

はどういった項目を測ったらいいかというようなことが出てきましたの

で、ぜひそういったところを進めていただき、私たちにもできることが

あれば協力していきたいと思いました。 

 

よろしいですか。どのように取り仕切っていっていいかちょっと困る

と思うのですが。今のワカサギのへい死という現象を結果として、それ

が起こった原因ははっきりとはわからない。要するにいろいろな要因が

重なって起こった現象ということですが。 

一つは酸素が底層だけでなくて表層まで、表層から底層まで５～６割

の飽和度になってしまったというのが検証の結果ですね。結果として、

表層魚であるワカサギが大量に亡くなった。漁協のご報告ですと大体８

割近くのワカサギが亡くなったのではないだろうかということが新聞に

も出ていたと思います。 

その原因について、水変りであれば以前ですと、諏訪湖の場合には水

変りではなくて、底の貧酸素の層が風下側に上がってきて、それに追っ

かけられて岸辺にいる魚が死ぬということがあったのですが、以前の場

合には沿岸でコイの網生簀養殖をやっていたので、網生簀の鯉がたくさ

ん亡くなったという現象がありました。それとはちょっと違うようだと

いうのが今回の現象だと思います。 

その辺のことについて、今までの関連を事務局で皆さんの意見を聞き

ながらまとめていただいた図があります。資料２（１）ですね。これを

見ながら、いやもっとこういうことがあるのではないだろうかというご

意見、ご指摘があればまずそれを伺っていきたいと思いますがいかがで

しょうか。 

これで見ると下のほうの酸素がなくなっていて、鉛直混合により本来
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沖野委員長 

ならば上のほうに過飽和な酸素があったのがそれがあまり過飽和になっ

ていないのが現状で全体として低下してしまったと。それの原因として

は植物プランクトンとか、原生動物を含めて動物プランクトンの量、組

成が関与している、つまり水変り現象に近いのではないかというのが前

回のお話だったように思うのですが。 

それで、事務局でこのようにまとめをしていただきましたのでこれに

ついて何かご指摘がありましたらご意見をいただきたい。 

 

新たな項目とかそういうあれではないのですけど、一連の中で水産試

験場からも報告がありましたけれど、資料２の３ページの信州大学のデ

ータの中で見ていただくと、水産試験場に通報のありました７月 19 日以

前は底層のほうがずっと安定しているといいますか動かなかった。ＤＯ

のグラフを見ていただくとわかると思いますが、下層はほとんど動いて

ないのです、ゼロに近い。それが 19 日に急激に表層と混ざり合っている

状態が出てきています。それが７月 20 日もそうですし、23 日もそうな

のですけれども、へい死が起こる前にこういう状況がいっぱいあったと

いうことは何かのキーじゃないかと思うのです。 

直前のデータがあまりないということで、原因究明には至らずすべて

想像の域をでないのですが、その中で、いろいろ私のほうが細かないく

つも指摘をさせていただきました。プランクトンについて、鞭毛藻類の

ペリディニウムですけれど、これかなり前に木崎湖でも赤潮、淡水赤潮

として出たのが信州大学のほうで報告されています。 

そのときのレベルとそんなに違わない状況が出ていますけれど、平成

25 年は、そのときのレベルを非常に大幅に超えている。ただ、25、26、

27 年、そのプランクトンの生データでちょっとわからないですが、これ

を見ていただくと、夏場に結構ペリディニウムが出ていますね。ただ、

今年以外の年は夏場にはアオコを形成するような大型の藍藻類も結構出

ていました。今年の場合は藍藻類のグラフでは、過去からのデータにも

示されていますけれども、表を細かく見ていただければわかると思いま

すが大型の藍藻類はほとんどいないですね。 

藍藻類がいなくてペリディニウムがかなりの数になっているという状

態が、これはいろいろな報告の中でもどういう評価をするのか、ちょっ

と私自身がたどり着いていないのですが。そこのところで、淡水赤潮の

何というか、藍藻がありながら、要するに酸素がいっぱいありながら淡

水赤潮が出るという状態と酸素がなくなっていて淡水赤潮が出る状態で

は、DO にしてもかなり状況が変わってくるのではないかと思います。 

ただ、原因究明をやるといっても元のデータがないものですから、そ

れ以上のことは言えないと思うので、そこのところはこれから今後の調

査の中で、調査体制をしっかりしていただきたいと思います。 

ただ、私も指摘させていただいた、その調査体制の問題なのですが、

何か起きたとき、あるいは何か起きるのを想定して定期的に、細かい数

値としていろいろな項目を調べて、密に調べていただくのも必要ですけ

れども、それとともに普段のモニタリング的な調査です。どちらかとい

うと簡易的な調査でまずは把握して、それでちょっと変だなと思ったと

きに集中的に、湖内のいろいろなデータを調査するというような形をと

らないと、何か発生したときの状況というものがわからないのではない

かと思います。その辺のところの体制整備をお願いしたいと思います。 

 

モニタリングをこれから行っていくときの注意事項ということだと思
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いますが。いかがでしょうか。 

山室委員さん、ほかの湖のこともよくご存知だと思うのですが何かお

気付きの点があればご指摘ください。 

 

ワカサギが宍道湖で大量死したと思うのですが、ご存じのように、宍

道湖は汽水の湖なので貧酸素水塊がいつもあります。それが風によって

湧昇することもありますが、それでワカサギが死んだという話はなく、

ワカサギが大量死するとしたらやはり水温です。 

ですので、私としてはワカサギが本当に溶存酸素の不足で死んだのか

なというのは、ちょっと宍道湖を見ているとあまり想像ができません。

他の湖沼の例えば、東北の小川原湖でしたか、そこもすごい貧酸素水塊

がずっとあるところだと思うのです。それが上がってきているのですけ

れども、それでワカサギが死んだという話はやっぱり聞かないので、ち

ょっとどうなのかなということがあります。 

あと、宍道湖のワカサギが死んだ状況ですけれど、それまではわりと

斐伊川の伏流水があるところが水温は低いので、そこに逃げ込んでいた

のですけれど、河川改修といった様々なことがあって伏流水のところに

逃げ込めなくなったので、近年になって死ぬようになったということで

す。 

あと宍道湖と霞ヶ浦のワカサギは実は遺伝的にちょっと違っておりま

して、宍道湖は南限のワカサギの棲息地ということで、かつて網走湖か

ら卵を入れてやりましたけれども、それは暑さに弱くてすぐ死んでしま

って、結局は宍道湖産しか残らないということがありました。こちらは

確か霞ヶ浦のものですよね。 

 

そうですね。諏訪湖のワカサギは霞ヶ浦から持ってきています。 

 

ですので、ちょっと宍道湖と霞ヶ浦を見ると、宍道湖のほうが暑さ耐

性１℃ぐらい上がっているのはその差があるのかもしれないので、こち

らのものが霞ヶ浦からこちらへ来てずっと個体群を維持している間に、

もしかしたらちょっと温度耐性がこちら寒いですから下がっていたとこ

ろへ 29℃から高くなってということがあったかなという、ちょっと想像

したりしました。 

 

先ほど伝田支場長からの報告でも温度が高いところで死亡例が出てい

るということでした。低いほうはまあ大丈夫だと思うのですけれども。

水温が高いことといろいろな条件が重なって死亡という現象が起こった

のかなと思ったりします。 

大塚委員さんは植物が専門でいらっしゃいますが、何かこの図のとこ

ろでもう少しこういうことがというのがあればご指摘ください。またそ

れ以外でも結構です。 

 

そうですね、私から特にこういったことが考えられるというようなこ

とをコメントできなくて悪いのですが。いずれにしてもいろいろな形の

中で関連が起きてきているというような事象があるという、俯かん的な

感じとすればそういった感じがします。 

先ほど、いろいろな観測体制を整えてといったこともありますので、

今回、原因をすぐに究明できて、こういった体制をとればできるという

ことではなかなか対応できないような感じはしますので、やはりちょっ
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と長い目で見て、今年の事象、来年、再来年がどういう形で推移するの

か。今年の中でも、そのワカサギがどのくらい減ってしまったのかとい

う形で、一応８割ぐらい、かなり出てはいますけれど、そのような中で

来年に向けてどういった形に推移していくのか、その推移の状況をやは

りこれからも少し見極めていく必要があるのかなとは感じています。 

 

ありがとうございます。全体としては水質とワカサギの問題だと思う

のですが、それに水の動きが絡んでいるのでその辺のことで豊田委員さ

ん何かご意見はありますか。データが足りないことはわかっていますが、

こういうのがわかればここもわかるとか、このところでもう少しこうい

う水の動きをというようなことがあれば。 

 

資料の最初のところに私の意見が２つぐらい載っているのですが。 

前回のときも何かお話あったのですが、３ページの図－１ですよね。

７月 18 日から 22 日ぐらいまで強風がずっと吹いていて、先ほど少し話

のあった表層と底層の水温差が減少と、ここで矢印に書いていますけれ

ども、特に底層の水温が上昇していると。水温の差が小さいけれども、

底層が貧酸素という状況が発生していて、普段は普通であれば水温の差

が小さくなると混合し、酸素がある状態になると思うのですが、ちょっ

とそういう状態が続いている。その後、23、24、25 日と晴天で夜は強風

が吹いているという、諏訪湖のよくあるパターンで、常にいつも全層混

合に近いような形であるのですけれども、ワカサギが死んだ前の夜は比

較的風がちょっと弱い感じがします。それで、全層混合はしていないの

かなと。 

25 日の夕方ぐらいに、風速４～５メートルぐらいの風が吹いています

けれど、基本的に強風が吹くと混合しますが、弱い風だと下まで混ざら

ないという感じで、その辺でちょっとメカニズムが違います。このコメ

ントに書いたのですけれども、内部セイシュというものの可能性もある

のかなと。局所的に貧酸素水塊が一時的にあったり、どこかへ固まった

りする可能性もあるのかなというのは、若干は思っています。一概には

言えないですけれども。 

今まで我々観測したときには７～８メートルぐらい吹くと全層混合し

ます。４～５メートルぐらいだと、全層混合するのではなくて、表層の

水は風上から風下側に移動して、その躍層の界面は逆を向くというよう

な形になって、その細かい物理的なメカニズムはあるとしても、その影

響でどこか局所的に下の層が厚い部分ができたりしている。特にこの北

西の風なんか、北西のところでそういう可能性もあるのかなというのを

若干思っているのですけれども、断定はできないのかなと思っています。

長くなりましたがそのような感じです。 

 

以前の「すす水」ですと表層の水面が摩擦で風下側に上がって、それ

の圧で下層の貧酸素層が風上側上がってくると。 

 

鉛直循環というものですね。 

 

はい、全層が循環するのはその後ですが、表層と底層が逆方向に動く

ということで、風上側の沿岸にいる魚に被害が起こるというのが実例で

したね。それとは今回はちょっと違うようで、どんな混合の仕方をした

のだろうというのが疑問です。その理由は沿岸にいるバス類があまり死
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んでいないということが一つ。被害にあった魚の生息域が違うというこ

と。表層魚であるワカサギが大量に死んだこと。ワカサギだけじゃなく

て、コイやフナも入っていたということになると、今までとはちょっと

違う水の混ざり方で酸素の低下が起こっているように見えます。表層酸

素が飽和度 100％で、下層は 20～30％、それの平均みたいな形で全体が

低酸素状態になったという感じですが、どんな混合の仕方をしたのだろ

うかというのがちょっと分からない。 

 

表層の酸素が下がっているのはこの死亡が出た後の話ですよね。さっ

き山室委員さんが言われたように、酸素に特定できるかどうかはわから

ないですけれども、もし酸素に特定できると言うのでしたら、今、言っ

たようにちょっと局所的にどこかが、貧酸素の部分が厚くなっている、

分厚くなるというのですかね。 

水温差が上層と下層に分かれている水で、先ほど言いましたが、風上

から風下にこう吹くと、その密度、この境界面は逆を向くのですね。そ

れがあると水温差が大きいとその傾きは小さいですけれども、水温差が

小さくなるとその傾きは大きくなるので、今回水温差が小さいから、そ

ういうのも可能性があるのかなと思ったりもしています。 

 

今のようなことを聞いていてどうですか、土木研究所の傳田さん。い

ろいろシミュレーションの経験もされているので。 

 

今回、資料を先に送っていただいてよく見せていただいて思うことで

すけれども、ほかの課題で湖沼の本を読ませていただいていたので、や

はり湖沼を一つの入れ物として見ることが非常に多いのですが、ここを

例えば、この資料１で関連させていただきますけれども、それをもう少

し湖岸とか沖帯とかでボックス図として分けて、そのやりとりみたいな

ものの記述ができて、しかもデータに裏づけられることができてくれば、

漁協の方が言われている現象が、非常によくわかってくるではないかと

思って、このボックス図をもう少し踏み込めるデータがあるとすごくい

いなと思いながらこの資料を拝見しました。 

長期的な視点のほうにもかかわりますけれども、なるべく湖沼内の空

間的不均質性を考慮して、このボックスのやりとりをされているようで

すけれども、すごくメカニズムの解明につながるのではないかと思いま

す。 

 

大方の方からご意見を伺ったので、前回の話をお聞きになっていない

ので申しわけないのですが、谷さんは環境省で多くの湖沼のことをご存

じだと思いますので、何か感想でも結構ですがお聞かせください。 

 

今のご意見と一緒ですけれども、今のこの、例えば資料２の３ページ

のグラフでは、全て湖心の値で評価・検討されていると思いますけれど

も、実際に湖辺のところでどういうことが起きたのかというのがおそら

くポイントになっていると思っていまして、だから、今後のモニタリン

グなんかも含めても、面的なその点々を置いて調査をしていくことも大

事かなと思います。 

それで、今環境省では、また後ほど説明させていただこうと思うので

すけれども、底層ＤＯが基準化されたことに伴って、私の湖沼のライン

では、底層ＤＯの効果的な改善手法に向けた検討をしております。後ほ



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖野委員長 

 

環境省谷課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どモデルで説明させていただきますけれども、各県で底層ＤＯの改善の

モデル事業をしていますし、シミュレーションモデルを使って、何が原

因で、何の対策を打ったら一番、改善につながるかということも検討し

ています。それらがまとまりますと、また県の方にご提示したいと思う

のですけれども。 

引き続き、底層ＤＯの改善に向けた有効性のある短期的、ないし長期

的な対策を引き続き検討していくことが大事かなと思っております。 

 

ついでですから、続けてください。 

 

では、お手元に参考資料があります、２枚ほどカラー刷りのＡ４縦の

ものです。 

湖山池と八郎湖において、環境省では 26 年から底層ＤＯの改善に向け

た効果的な対策を検討していく中で、各県に委託事業で、実際に底層Ｄ

Ｏを改善するモデル事業をやっていただいて、その効果を検証して、そ

れを広く皆さんにお知らせするということをやっております。 

１つ目が湖山池で鳥取県の汽水湖の池です。ここで右下にありますよ

うな流動促進装置で、表層部から取水した酸素を含む水をノズルで引き

出し、水を一点に集中することによって、10 度の上向きの角度で水を送

り込むというようなことをやっております。 

１つ目の下のポツですけれど、省エネ設計で表層部から取水した水を

ポンプで送水することにより 20 倍の水を送ることが可能となっており

ます。 

駆動水のポンプの吐出水量が毎分約３トン、全揚程 10 メートル、流動

促進装置として動水量日当たり 95,000 トンを送っているということで

ございます。 

湖山池で実験しまして裏のページを見ていただきますと、27 年度にこ

れをやったのですけれど、具体的にどういう効果が出ているかというこ

とで、一番下のグラフの右を見ていただきますと、赤のラインというの

は、この装置を置いたところから 15 メートルの範囲のところのＤＯを縦

（水深）に、それぞれどういう状況になっているかということを表して

いるグラフですけれども。稼動前、７月 28 日に比べて稼動した 10 日後、

８月７日については、（赤のラインが）酸素が送られてきているというこ

とで改善が見られるということになっております。 

ただ、この赤のラインというのは 15 メートルのラインでございまし

て、この装置を送っている効果というのは、15 メートルとか 30 メート

ルぐらいの改善効果ということで、これは限定的であったというような

効果が出ております。 

これだけの装置ですと、これだけの効果しか出ないというのもありま

すので、さらに能力の高いものを入れるとか、台数を増やすなりをする

ことによって、さらなる効果の発現というのは期待できるのではないか

ということです。 

それからもう一つのほうが八郎湖、秋田県でやっているモデル事業で

ございまして、これは高濃度酸素水供給装置ということで、資料の中ほ

どの右にありますように、吐出水ＤＯ約 40 ㎎/Ｌ、吐出水量が毎分約３

トン送っております。 

７月ぐらいから 11 月 30 日にかけてこの試験を、八郎湖の大久保湾底

層で行ったというものでございます。 

次のページをめくってもらいますと、この効果がそれぞれ、27 年度効
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果として出ておりまして、底層ＤＯにつきましては、これも赤のライン

が機械を置いたところで、それぞれ離れたところの値と比べているもの

ですけれども、機械を置いたところにおいては、ＤＯの改善効果が見ら

れるということになっております。 

ただ、これも中ほどの下の左側に、書いていますように、ＤＯの改善

というのは 100 メートル範囲のところで、１mg/Ｌの上昇ということで、

これも機械利用による改善というのは、この能力とこの台数では限定的

な効果になっているということでございます。 

それから水質と底質について、試験区・対照区で比べてみているので

すけれども、これについてはあまり違いがみとめられない結果で、ＤＯ

の改善をある程度の規模で図られたのですけれども、水質と底質までの

改善までは至っていない、至っていないというか、この調査結果では明

らかな対比の差がないというような結果になっております。 

これについては、時期が６、７月ぐらいからスタートしたということ

で、アオコが発生する前に、もうちょっと早めに機械を据えつけてやろ

うということが大事だということで、秋田県の八郎湖のモデルにつきま

しては今年度引き続きモデル事業として実施をしておりますので、また

これらの効果が出ますと、皆さんに情報提供させていただこうと思いま

す。 

 

ありがとうございました。この八郎湖でやった機械は諏訪湖にも持っ

てきてモデル実験をやられましたね。 

 

そうです、３日間です。 

 

そうですね。 

 

３日間ほど実際に実証実験やりまして、私の見た範囲ではそれなりの

成果は上げたのではないかなというように思います。ただ、規模が小さ

いものでしたので影響を与える範囲がちょっと狭かったのかもしれない

ですけれども、もうちょっと大きなものだとそれなりの成果が上げられ

るかなと思っております。 

 

湖山池での実験に使った電源は、これは地上から電線を曳いたのです

か。 

 

そうです。 

 

ということで、今のことについて何かご質問があれば、委員の方々い

かがでしょうか。 

 

諏訪湖で実験したときの報告会にちょっと顔を出させていただいたの

ですが、業者の方に伺ったら、やっぱり流れが強いところだと、いろい

ろ方策をまた考えなければいけないということが一つ。こういう機械的

なものは影響範囲がどのくらいかを考えて台数を持ってこないといけな

いのと、それから運転経費、結構かかります。機械自体の経費、その辺

のところも考慮しなければいけないんじゃないかと思っています。 

 

今はいわゆるテストということですので、そのような効果を見ている
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ということだと思いますが。 

先ほど藤森組合長さんから、対策について大変たくさんの提案をいた

だきましたが、これに絡んで何か今後、対策としてどういうことがある

か。大きく分けると、水をかき回すか外へ出すか、又は、泥自体を直接

浄化するかという話になるのでしょう。その辺のことについて、何か対

策でこのようなことはどうなのかというものはあるでしょうか。 

宮原委員さん、何か提案があれば。 

 

提案ではないのですが。今年の諏訪湖を見ていますとかなり沈水植物

のクロモが生えています。ヒシを除去する背景として、浮遊植物から沈

水植物に変えるということがあるかと思います。その願いがかかなった

のかわかりませんけれども、実情として、今年はかなりクロモが広い範

囲に生えている状況にあります。 

こういった状況を、ある意味、狙ってやっていたわけですから、今、

この環境がどういうものなのかというようなところを少し確認しておか

ないと、今後、沈水植物が入ってきたときに思わぬことが起こってしま

うということがあるではないかと思っております。 

例えば、琵琶湖の南湖ですと、かなりその沈水植物が生え過ぎてしま

って逆に酸素がなくなったということもありますので、沈水植物になっ

たからといって、それがそのまま放っておいていいわけではなくて、あ

る程度は私たち人間も手を入れて、外にとり出すというようなことをす

る必要があると思います。酸素については問題がないかもしれませんけ

れども、その植物体をどうするかといったところを考えていかないとい

けないかなと思います。 

かつて 2007 年か、2008 年ごろ、同じようにクロモがたくさん生えた

ときがございまして、そのときは岸辺にかなりクロモの枯れたものが打

ち寄せられ山のようになっていて、それは多分県の方で回収してくださ

ったと思います。そういうこともあると思いますので、せっかくのチャ

ンスですから、現在のクロモの影響というのが少しわかるようなことを

これからでも間に合えば、その調査をやっていただければと思います。 

 

水生植物絡みのことは最後のところで大きな課題になると思います

が、直接酸素とも関係しているということですけれども。 

ほかにいかがでしょうか、対策に絡んで。 

山室委員さん、先ほどの八郎潟の機械は宍道湖のほうの会社だと思う

のですけれども、あれは宍道湖では実験されていないのですか。 

 

いえ、規模が小さいので、ダム湖でやっています。 

 

ダム湖ですか。 

 

ダム湖では、この八郎湖のデータを見てもおわかりのように、12ｋ

/hr・Ｌも要らないです。ですので、電気代を浮かせるために、例えばち

ょうど脱窒するぐらいの酸素濃度にすればいいのではないかというよう

なことも考えて、もうちょっと稼動のときの電気代を浮かせて、さらに

水質浄化にも役立つようにしたらどうかみたいな提案をしているところ

です。 

 

まだ現実には動いていない。 
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沖野委員長 

 

 

武居委員 

 

 

ダム湖でそのような実験はしています。宍道湖の規模になると、これ

は無理じゃないかと。 

あと、実際問題として、先ほど申しましたように、宍道湖というのは

そもそも汽水なので貧酸素するのが自然な状態です。だから、それが湧

昇をしたときに逃げ込める場所、そのような場所を潰してしまったとこ

ろを今後もう一度造っていくとか、そのような方向で対策がおそらく動

くと思います。 

そういう意味では、先ほど組合長さんが言うとおり、川がもし逃げ込

める状況にないのであれば、諏訪湖は矢板で囲まれていて、しかも川に

も逃げられなかったら、これはかわいそうだなという気がしますので、

そういう逃げ込み場所を造るというのも対策の一つかなと思います。 

 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか、対策に絡んで。 

どうでしょう、藤森組合長さんにたくさんの対策を挙げていただきま

したが、どれもやればきっと効果があるだろうと思うのですが、どれも

メリット・デメリットがあり、費用対効果の問題あったりということで、

どれを採用するかという選択は大変難しいところだと思うのですが。 

いずれにしても水質を改善するためには、底質が改善されなければい

けないというところが基本にあるわけで、この底質に対してどうするか

というところも一つの課題かなと思います。 

 

質問ですけれど、いろいろ対策案を挙げていただいて、本当にどれも

いろいろ効果があるなという感じはしています。 

一つ、そのヘドロの除去についてのお話しあったのですけれども、こ

れも効果があると思います。今、浚渫というのはどんな状況ですか。や

られていますか。 

 

今は中止になっています。 

 

中止になっているのですね。それと、後で出てくると思いますが、貧

酸素水を他へ流すといった形の中で、そのヘドロについても流れる心配

はないのかという感じも若干してはいるのですが。 

ヘドロの除去を止めた、浚渫を今までやっていて、それを止めた、今

はやっていないというのは。 

 

それは県のほうです。誰にお答えいただければいいですか。 

 

では私のほうから。 

浚渫は続けていましたけれども、平成 15 年までやっていまして、一定

の成果ができたということと、流域下水道が整備されたということで、

一端ここでその時点の見直しをかけて、一応、中止をしたということで

す。 

 

採った泥を置く場所がなくなったのも一つの理由だと思います。はい、

どうぞ武居さん。 

 

ちょっと今の、何というんですか、進め方の問題なのですが、ワカサ

ギの大量死に関するものの説明をいただいたんですが、その後の資料の
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説明とも絡んでくると思いますので、その辺のところいかがでしょうか。 

 

いいですよ。まだ説明していない資料ですか、では後ほどまた振り返

って、説明をしてもらいます。 

それでいろいろと資料は出てきてデータはないことはない。ただ、そ

れを系統立てて、まとめてうまく利用していくというところが、委員会

で話しているだけではうまくいかないということで。 

私から一つ提案があります。シミュレーションが嫌いな方はたくさん

いるんですが、ある程度データがまとまったところでモデル的に整理し、

手持ちの資料やいろいろな数値を使って、現状がどうなっていてどう上

下の水が混じったのかというあたりを知るためには、シミュレーション

でやっていくのが一番わかりやすいと思います。シミュレーションの結

果が正しいということでなくて、わからないところがわかってくるとい

うこともありますので。 

それで独断で申しわけないのですが、私を中心にしてプロジェクトチ

ームみたいなものを２～３名でつくらせていただいて、それの結果をま

た検討会でご報告させていただいき、同時に、それをもとにしていろい

ろな対策についても、シミュレーションの結果を見ながら評価をすると

いうことで検討を進めたいと思っています、委員会はあと２回あっても

委員会だけではまとまらないと思いますので。 

 

それは貧酸素のシミュレーションですか。 

 

そうです。貧酸素に関するシミュレーションですが、それをもとにし

て対策案についても提言ができるような気がしますので。 

 

ただ、ちょっと私が質問したことに対して、資料がないということで

今回回答がなかったんですけれども。 

例えば、周辺の流入河川の流量もきちんと把握されているのでしょう

か。 

 

流量はですね、測っていますか。４つぐらいの河川では測っています

が、流入河川全部は測っていないですね。上川と砥川とどこでしょうか。 

 

あとの資料の説明をいただかないと、その辺の話がつながらないです

ね。 

 

今とりあえず、事務局からお答えできますか。 

 

お手元にあります資料３－５～３－10と記載をした資料をご覧いただ

きたいと思います。 

山室委員と武居委員から、地下水の湧出量とか、川の流速についての

過去からのデータがあればということで、ご要望がありました。 

それにつきましては、まず地下水については資料３－５の図。これは

岡谷地区におけます地下水の利用状況といいますか、水道水源として使

ったり、湧水として活用しているものの水量を記載してございます。こ

れが日当たり湧水としまして 35,000 トンがございます。 

河川流量につきましては、通常、水位という形で観測してるのですが、

流量、流速についての直接的な各川のデータというのは整理できており
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ませんので、資料３－６に記載してございます、31 河川流入してござい

ますけれども、それの総括という形で、釜口水門のところの月別の流入

量、放流量を整理してございます。 

平成 22 年の１月から見ますと、データ的には今年度に入りまして変動

が少なかった、4,000 万ｔ/月ですね。くらいの量で比較的変動が少ない

という傾向がご覧いただけると思います。 

 

山室さん、ご質問はこういうデータじゃなくて、河川ごとの流量記録

ですね。 

 

そうです。そうじゃないと負荷も分からないですし、おそらく武居委

員が最後までとおっしゃったのは、そのモデルをつくるためにはどうい

う資料が必要か、どういうデータが必要かというのが実はないんじゃな

いかと思います。 

 

その辺のデータも含めてまとめてみてはと思っております。当然足り

ないものはたくさんあるということですが。 

 

多分、物理データが決定的に不足している気がします。 

 

そういう状況下ではあるのですが、一つの取りまとめとして話題提供

するために、そういうチームをつくってというのは、せっかく土木研の

傳田さんがいらっしゃるので、傳田さんのところの知恵を借りないわけ

にはいかないという気がしますので。 

それで、私なりに酸素を中心にした収支図を作ってみました。 

図の中には数字は全然入っていませんが、矢印が書いてあるところは

何とか数字を入れられるだろうということで、湖の、これは湖の中央部

で沿岸部は入っていません。湖の沖合でどのような循環が起こって、酸

素にどう影響しているのか、そのときに水の中にいる生き物がどう関係

しているか。それから底泥との関係どうなっているかというあたりをあ

る程度、今まであるデータをもとにしてシミュレートをしていく。今後、

何が足りないのか、またはこれをもとにして、もし上下の水の交換をし

たときにはどんな結果が出てくるかというのを机上で実験してみるとい

うことです。冬になってからでは現場の実験はできませんので、とりあ

えず机上実験を冬場のうちにやっておいて、春になってから今度は、先

ほど環境省の方にご説明いただいたような、道具を入れて実際に実測を

してみようと。机上実験と現場実験の結果をつき合わせて、諏訪湖で水

の上下混合をやるとどのような結果になるのかということを検証してい

きたいと思っているのですが。この図は昨晩書いたばかりで収支の関係

に抜けがいっぱいあると思うので、抜けているところをご指摘いただき

ながら完成していきたいと思っています。 

会議だけですと、こういうことができないものですから、会議と会議

の間に委員が働けるようにということで、諏訪に近い人間を中心にして

やってみてはどうかということで提案しました。もしお許しいただけれ

ば、県のほうと相談して進めていきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

座長がそういう提案をしていいのかどうか気になりますが、小人数を

大切にして、それぞれの委員の知見を活かし、専門委員会を有意義なも

のにしたいと思っています。勝手に傳田さんの名前を出していますが、
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武居委員 

 

沖野委員長 

傳田さん、やっていただけますでしょうか。 

 

力が足りるかどうかわかりませんけれども、とりあえずはご協力させ

ていただきます。基本、川でも同じことをやっているので、それの湖沼

版をということで、流動のところを豊田先生にやっていただければ。 

 

ええ、傳田さんだけということではなくて、豊田さんは水の動きの解

析が専門でいらっしゃいますので、それに水質も絡んでいきますので、

その辺のところで参加いただき、まずは３～４人でモデルをつくってみ

て皆さんに照会し、それをまた修正していくというような形でやってい

ければと思っています。 

当然、対策についてもその中で検討していきます。その結果を見なが

ら議論を進めていきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

では、この酸素の問題、ワカサギの大量死については、原因はよくわ

からないけれども複合的な影響だということ、結果は確かにワカサギが

死んだ、ということで、その原因を探るために、集めていただいた資料

をもとにして、その中の関連を解析するために、この委員会のチームの

中にワーキング・グループを設置して、まずはシミュレーションをやっ

てみるということにしていきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

それでは、時間も押していますので。 

 

すみません、ちょっと、たたき台だと思うのですが。今のフローの中

ですけれども、流入水の中に表流水だけじゃなくて伏流水も、多分デー

タはないと思いますけれども、一応、流れとして残していただきたいの

と。 

 

それは当然、伏流水もあるという形でモデルを組んで、それがゼロな

のかどうなのかという割り振りをしていけば、いろいろなことができま

すね、できるはずですね。 

 

あと底泥からの溶出関係も。酸素が入るだけじゃなくて出るところも。 

 

溶出というよりも、酸素のバランスでいうと吸収になるのですが、有

機物の分解だけじゃなくて、硫黄成分の硫化水素に対する酸化もあるの

で、そういうものを含めていただくと。 

 

それと植物プランクトンの溶藻ですか。 

 

植物プランクトンの。 

 

溶解といいますか、溶藻。 

 

  溶藻菌。 
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溶藻、まあ菌というかプランクトンというか。 

 

プランクトンの、どうでしょう、傳田さんに聞いたほうがいいでしょ

うか。 

 

そうですね。 

 

まあ一度つくってみて、それにどんどん皆さんの意見で書き残してい

くという方法はとれると思うので、文章と数字の表を見ているだけより

は、手っ取り早いんじゃないかなという気がします。 

 

すみません、気が付きで申しわけないです。 

流動の絡みなんですけど、河川からの流速ですね、多分データはない

と思うので、そちらのほうの、要するに物理的な動きですよね。量とし

て、それもお願いしたいと思います。 

 

まあ、最初は平均値でやるしかないと思うんですよ。 

それでは、先に進ませていただきます。２番目の課題のヒシの大量繁

茂に関係するところで、これについて、資料を説明していただくのと、

それからご検討いただくと・・・ 

 

休憩にしますか。まだいいですか。開会して１時間半ぐらいです。 

 

１時間半。ではここで休憩にします。３時 35 分まで休憩とします。 

 

（休憩） 

 

それでは、３番の諏訪湖の環境改善に係る検討について、次第ではそ

うなっていると思うのですが。先にまた、事務局のほうから説明をいた

だいて、その後でまた検討をということになります。 

 

前回の検討の場、また検討の場以降、委員の皆様から要望のあった資

料についてまず説明させていただいて、その後、資料４の説明をしたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

資料３の説明していない部分について、県から説明をさせていただき

ます。 

まず資料３－４でございます。これにつきましては、宮原委員から前

回の検討の場で要望のあった資料でございます。諏訪湖漁業協同組合様

からデータを提供いただき、水大気環境課でグラフを追記した資料とな

っております。 

ブラックバスとブルーギルの合計量でございますが、最も少ない年の

平成 27 年で約 2.5 トン、多い年の 25 年度で約 4.7 トンということで、

平均いたしますと、大体 3.5 トンの駆除量ということになっております。 

水大気環境課で作成した資料について、続けて説明させていただきま

す。資料３－12 をご覧ください。 

武居委員から提言・提案を実現させるための担保、また水質保全計画

に限らず、県が作成する計画は、各部局の施策を集めたものとの感がぬ

ぐえないと、今回の提言、提案を実現するための担保はあるのかと、そ
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のようなご意見があったところでございます。 

資料３－12 につきましては、第１回検討の場の資料３と同じ資料でご

ざいます。前回の説明のときに十分な説明ができなかったということを

感じているところでございますが、まずは一番下の図でございますが、

専門家による検討の場で様々な意見をいただいた後に、県の関係機関で

集まっております諏訪湖環境改善戦略チーム、こちらのほうで今後の方

針などを検討していきたいと考えております。その中で、来年度策定す

る予定の諏訪湖水質保全計画や食と農業農村振興計画、この計画などに

反映させていきたいと考えております。 

また、先日の新聞などでも報道されておりますけれども、諏訪湖創生

ビジョンということで、諏訪湖のあるべき姿などを示す総合的なもので

ございますが、この諏訪湖創生ビジョンの策定を予定しており、この中

に検討の場、もしくは戦略チームで検討した事項を踏まえ盛り込んでい

きたいというように考えているところでございます。水大気環境課で作

成した資料は以上です。 

続いて、諏訪建設事務所で用意した資料について、一括して説明をさ

せていただきます。 

 

諏訪建設事務所の水口でございますけれども、私から資料３－５から

３－10 まで説明させていただきます。 

先ほど資料３－５の関係、地下水のことと釜口水門における月別の流

入・流出量の経過をお示ししたところでございますが、引き続き資料３

－７がございますけれども、これにつきましては、月々の平均滞留日数

ということでお問い合わせがあったわけでございます。 

このグラフにつきましては、諏訪湖の容量で流出量を除したものでご

ざいます。そのため、湖底の下流部、上流部が均一に出ているわけでは

ございませんので、大凡のつかみというデータの捉え方をしていただき

たいと思います。 

グラフを見ていただきまして、年の平均日数につきましては、大凡 40

日から 60 日ということで、今年につきましては約 50 日ちょっと、53.8

日ということで、平均が 51.4 日になりますので平均的な値となっており

ます。 

ただ、グラフの月別の状況を見ますと、今年に入ってからは、流出量

が先ほど説明したように変動が少ない分、滞留日数につきましても変動

幅が小さくなっております。 

次に資料３－８と３－９でございますけれども、武居委員からのご質

問でございます。 

これにつきましては、資料３－８の 12 ページをごらんいただきたいと

思いますが。出典につきましては、私どもの釜口水門工事誌というもの

が平成５年に作成してございまして、そこの記載によるものでございま

す。 

12 ページ、ＡからＥまで図がございます。江戸時代の前の状況でござ

いますけれども、それがＡということです。それがもともとの諏訪湖の

地形だということになります。 

その後、Ｂ、天正年間の間にバイパスの水路を作って、真ん中に取り

残されたところが弁天島という形になってございます。 

それで、またＣの段階でございますけれども、1700 年代の享保の時代

にもう一つ掘ができて、Ｄの時代、文政の時代になりますけれども、最

後の弁天島を残してさらに拡幅し、慶應年間の間に、最終的にＥの形に
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なってございます。 

引き続いて、これが今の平面的な経過でございますけれども、資料３

－９をご覧いただきたいと思います。 

これがいわば水門の前後の諏訪湖の断面をご説明した図になります。

水門を設置する前につきましては上の図のような形で、水門を、旧水門

のあと、また新水門ができたわけでございますけれども、その新水門を

つくった段階で、着色してございますところを浚渫して現在の水門にな

っているということで、浅場のように見える箇所につきましては、もと

の地形が残っている部分ということになります。 

最後に資料 3－10 をご覧いただきたいと思います。これにつきまして

は、先ほどの最初の釜口水門の５カ年の経過をさらにさかのぼって、昭

和 43 年から記載したものでございまして、流入量につきましては、どう

しても年間の雨量や降り方によって定まるものが多いものですから、大

きな変化はないというふうに捉えられております。 

量的にいいますと、年間約５億トン前後の流入がございまして、平成

27 年でございますけれども５億数千トンという形で、平均的な値を示し

ているものと考えています。建設事務所からは以上でございます。 

 

どうもありがとうございました。続いてお願いします。 

 

それでは引き続きまして、資料３－11 について、諏訪地方事務所環境

課から説明させていただきます。 

武居委員から、平成 22 年度から 24 年度に行われました「諏訪湖の貧

酸素に係るワーキンググループ」についてまとめてほしいということで

まとめたものでございます。 

設置が平成 22 年の９月で、構成団体はそこにございますとおり、諏訪

湖漁協、湖周の２市１町、県の関係機関で組織されております。 

時間の関係で経過は後ほどご覧いただきたいと思いますけれども、い

ずれにしても、知見からの意見等をいただきながら現状ほか検討を行っ

てきたものでございます。 

次のページにまいりまして、ここで５の検討内容を説明させていただ

きます。先ほど言いましたとおり、学識経験者等の知見の意見もいただ

きながら検討した結果ということでございます。 

それで、諏訪湖の貧酸素水塊、こちらについての対策として、大きく

２つ検討がなされました。１つは湖底を掘削して導水路を作りまして、

諏訪湖の流動を改善していくという案、もう１点が、ヒシの繁茂を抑制

しまして、沈水植物が放出する酸素で環境改善を図っていくというもの

でございます。 

１点目の導水路の関係でございますけれども、検討いたしましたけれ

ども、諏訪湖の湖流の関係は、河川流よりも風が吹いたときのほうが、

吹送流のほうが優位であるというようなことから、それから、導水路を

作ったとしても、河川から流入する土砂によってそれが埋没してしまう

というようなことで、維持管理上も課題があるということで、まだまだ

有効な対策としては難しいというような結論になっております。 

もう一方のヒシの関係につきましては、沈水植物を再生する案という

ことですけれども、ヒシ除去対策として推進されておりまして、現在も

継続中ということでございます。 

この会議ですけれども、その後、平成 24 年の 11 月に官民協働の、現

在あります「諏訪湖環境改善行動会議」、こちらが発足いたしましたので、
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その貧酸素対策の検討につきましても、そちらへ引き継がれる格好で現

在に至っているところでございます。以上でございます。 

 

ありがとうございました。続いて、ヒシ、シジミ、植生にかかわる課

題について。 

 

水大気環境課の山崎と申します。それではシジミ、植生に係る討議内

容の説明ということで、資料４に沿って説明させていただきたいと思い

ます。 

資料４、まず１ページをごらんいただきたいんですけれども。諏訪湖

での水生植物の３年間の繁茂状況を示してございます。 

ヒシは例年、承知川河口域から諏訪市湖畔公園、新川河口域、そのあ

たりに多く繁茂しております。ヒシ以外で群落が確認されておりますの

は、７～８種類、そのうちで最も分布域が広かったのは、ここ近年では

エビモという状況でございます。豊田地区の沖の自然植生区は、毎年、

特に水生植物の多様性が高いという場所になっております。 

それでは２ページをご覧いただきたいと思います。ヒシの繁茂面積、

割合とヒシの刈取量でございます。近年のヒシ繁茂面積は 200 ヘクター

ル前後で推移しておりますが、ここ数年はわずかに減少しているという

傾向にございます。 

平成 25 年からはヒシ刈取船を本格導入しまして、ヒシの刈取りを行っ

ております。ここ最近は 500～600 トン、湿重量で 500～600 トンの刈取

りを行っています。並行しまして、刈取船が入れないようなところは、

諏訪湖環境改善行動会議や市民団体などが手作業、手刈りでヒシの除去

をしております。 

３ページをご覧いただきたいと思います。このヒシをどれだけ刈り取

ったらいいかという根拠でございますが、平成 23 年に開催されました第

１回の諏訪湖浄化に関する工法検討委員会の中では、自然界で生じる変

動幅の範囲内としまして、現状のヒシ繁茂面積の 10 分の１程度を刈取り

面積に設定するということとされておりまして、第６期の諏訪湖水質保

全計画の素案に関するパブリックコメントの意見に対する対応としまし

ても、諏訪湖全体に繁茂する水草の１割程度を刈り取る予定という説明

をしております。 

それでは４ページをご覧いただきたいと思います。諏訪湖でのシジミ

の放流適正環境についての資料でございます。 

昭和 57 年に水産庁と長野県が諏訪湖でシジミを放流する場合の適正

な環境について、水質と底質についての調査をしております。特に底質

については、硫化物が 0.015mg/g 以下、強熱減量が 1.2％以下という調

査結果がこのとき得られております。 

５ページをご覧いただきたいと思います。諏訪湖の底質環境について

ですが、上の２つのグラフでございますけれども、昨年、平成 27 年度に

環境省委託調査の中で、上川河口域の西側の湖岸域に覆砂ヤードを造成

しているんですけれども、このヤード内、それから対象地点として、そ

の周辺の泥地におきまして底質の調査をしております。 

泥地におきましては強熱減量は 10％以上、全硫化物が 0.07 ㎎/g 以上

という結果になっておりまして、シジミが生息できる環境にはないとい

う状況でしたけれども、そこを覆砂することで生息できる環境になるこ

とが分かっております。 

下の２つのグラフにつきましては、昭和 56 年に水産試験場などで、場
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所は全く同じところではないんですけれども、上川沖の砂地と泥地での

強熱減量と全硫化物の調査を実施してございます。 

このときの調査結果につきましては、強熱減量が 14 から 16％、全硫

化物が 0.17 から 0.34mg/g ということで、昨年度の調査結果よりは高い

数字になっておりまして、単純に比較はできませんが、湖底環境は改善

されてきているということが分かります。 

６ページをご覧いただきたいと思います。ヤマトシジミによる水質浄

化効果ということですけれども、こちらは鳥取県の衛生環境研究所で、

汽水域に生息するヤマトシジミを淡水域で生息させた場合の適用性と水

質浄化効果を検証した調査結果でございます。これは平成 13 年から 14

年に行われた調査で、淡水池の湖山池の水を利用しまして、３パターン

の水路に流して浄化効果を見るという実験を行っております。 

３パターンというのは、何もない水路、砂のみを敷いた水路、それか

ら砂を敷いてその中にヤマトシジミを約 800 個体入れた水路の３パター

ンで調査をしております。 

このときの結果からは、ヤマトシジミを入れた水路が最も浄化効果が

高くて、さらにヤマトシジミの活性が最も高い夏季のほうが春季よりも

浄化効果が高いという結果が得られております。このことからも、ヤマ

トシジミが淡水域でも水を浄化するということがわかっております。 

引き続いて、水産試験場のほうからお願いします。 

 

では引き続き説明させていただきます。先に申しわけございませんけ

れども、スライド８をご覧いただきたいと思います。諏訪湖におけるシ

ジミの放流量と漁獲量の経過、こちらを先にお話させていただきたいと

思います。 

こちらに示しましたのは 1916 年から 2015 年までの放流量です。途中

で２回、縦軸が変わっております。それだけ漁獲量が落ち込んでいると

いうことですけれども。1920 年代から 1950 年代までの間は放流効果が

比較的明確で、放流量と漁獲量の相関が見られております。 

ただ、その後、放流効果が落ちまして、2007 年以降、試験放流を除き

ほとんど放流は実施されていないという状況になりまして、それに伴っ

て、現在はシジミの漁獲はゼロという状況が続いているという状況です。 

その放流と漁獲の関係で少し細かく見ましたのがスライドの９になり

ます。こちらはシジミの放流効果ということで、漁獲重量を放流重量で

除したものです。ですので、放流量と漁獲量が同じだと１、放流量より

漁獲量が多ければ１より大きいと、１を切るということは放流しただけ

採れていないということになります。そちらを５ヵ年平均でとったのが

下のグラフになります。これで見ますと、1950 年代後半以降、漁獲量が

放流量を下回っているということで、湖内での増殖が極めて困難という

状況が見てとれると思います。 

マシジミの放流が中止された 1950 年代半ばより、放流量が漁獲量を上

回るようになりまして、放流効果が悪くなっております。さらに 1980 年

以降、放流効果度が 0.5 を下回る状態が続き、実質的な放流中止に至っ

たという経過になります。 

スライド７に戻っていただきまして、そういった中で 1981 年、ちょう

ど放流効果１を切ってしばらくした頃ですけれども、実際にヤマトシジ

ミ、マシジミ、セタシジミの３種類の放流試験を行いまして比較を行っ

ております。生残率につきましては、湖内９カ所で行ったんですけれど

も、ヤマトシジミ、マシジミ、セタシジミの順でございました。生残個
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体について見ますと、体重増加はマシジミ、ヤマトシジミ、セタシジミ

という順番で、放流した群れ全体の増重倍率、こちらはヤマトシジミ、

マシジミ、セタシジミという順番になっております。 

それをグラフで示しましたのはスライド右下のグラフになりますけれ

ども、赤線が 1.0、これより上ですと放流量を漁獲量が上回ったという

ことになるんですけれども、そういった地点がわずかというのが 1981 年

の状態であったということでございます。 

次に、スライド 10 のほうをお願いしたいと思います。現在、諏訪湖で

シジミの復活ということで取り組んでいるんですけれども、その中でど

う対応したらいいか非常に悩んでいるものがございます。それがタイワ

ンシジミとの絡みでございます。 

10 に、主な知見等を示させてもらっています。マシジミとタイワンシ

ジミ群との変異がオーバーラップして、区別が困難な場合があるという

ようなことが 2010 年にご報告されております。マシジミがタイワンシジ

ミに置き換わっているのではないかいう指摘がございます。 

そういった中で、遺伝子解析からマシジミとタイワンシジミの類縁関

係を研究した報告もございまして、こちら側でもミトコンドリア DNA で

２系統が存在するということは出てきたんですけれども、外観でマシジ

ミと同定されるシジミについては、ミトコンドリア DNA においてタイワ

ンシジミと識別不能ということで、今、研究者の間では分類学的に再検

討が必要ではないかということが言われております。 

一方で、環境省生態系被害防止外来種に選定されまして、総合的に対

策が必要な外来種というカテゴリに含まれています。減らす努力をすべ

きものというような形になります。 

実際、諏訪湖周辺に生息するシジミについては、現在まだ調査途中で

ございますけれども、確認できましたものを 11 にて示してございます。 

諏訪市、岡谷市、あと下流の辰野町で採れましたシジミですけれども、

典型的なマシジミというのは確認できていないという状況です。あと県

内の状況はその下に示してございます。 

あと県外から移入できる可能性はないかということで、長良川河口の

ものも当たったという、漁協さんのほうで試験的に取り寄せていただい

たものですけれども、そちらについてもマシジミだけではなさそうだと

いう状況でございます。 

ですので、今、浅場をつくってシジミを増やすということで、うちの

ほうでもシジミの生産技術等の検討もしているんですけれども、どのよ

うなシジミであればというところが一つ、不安になっているというとこ

ろでございます。以上です。 

 

どうもありがとうございました。今、ヒシと、それからシジミについ

てのご報告をいただいたわけですが。諏訪湖もこれからどうあったらい

いのかということも含めて、委員の方々からご提案なり、また今の報告

にご質問をいただきたいと思います。 

最初に、順番としてはヒシからなのですが、どれからでも結構です。 

 

その前にこちらの資料のことで、いいですか。 

滞留時間について調査していただきましてありがとうございました。 

私、昔書いた論文で各湖沼の滞留時間を調べたことがありまして、環

境省の中央環境審議会の湖沼環境保全専門委員会の 2004 年の資料だと、

諏訪湖の滞留時間は 39 日で、今回のご報告だと大体 51 日前後になって
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いて、どうもやり方が、そういったものによって違うのかもしれないん

ですけれども滞留時間が長くなっていますが。 

 

39 日というのは、1970 年前後に出された報告がそのまま生きているの

ではないかと思います。 

 

ということは、やはりそのときと比べて、今の諏訪湖というのは滞留

時間が長くなっているということですね。 

滞留時間が 30 日から 50 日になると、私の研究では、栄養塩あたり COD

が倍近くに増えるので、この違いが実は有機汚濁が増えた可能性として

かなり大きいのではないかと思います。 

 

今度、解析しようというときには現在の滞留日数を使ったほうがいい

ですよね。いつまでも汚れたときのデータを使っていると都合が悪いと

思います。その辺は注意してください。 

よろしいですか、それでは、ヒシとマシジミに絡んで諏訪湖の生物に

関する目標というのは、第６期の計画ではどうなっていますか。 

 

現在第６期の諏訪湖水質保全計画で、平成 24 年から 28 年度までの間

でございます。この中で諏訪湖の目指す姿ということで長期ビジョンと

いうものを設けてございまして、その中では「人と生き物が共存する諏

訪湖」ということで設定してございます。 

その、「人と生き物が共存する諏訪湖」という中で、３つのカテゴリで

わけてございまして、一つは、豊かで清らかな湖水の確保ということで、

目指す姿とすれば、湖沼の水質環境基準を達成している。湖水の透明度

を指標として導入し目標を達成することにより、透明感が感じられるよ

うになっている。湖底の貧酸素状態が改善し、魚介類、沈水植物等の水

生生物の生息域が拡大しているということが一つ。 

それからもう一つが、魚介類や植物など多種多様な生き物を育む生態

系ということで、目指す姿といたしまして、ヒシ等の特定植物の大量繁

茂の制御及び底質の改質により、多種多様な動植物が生育する均衡のと

れた生態系が実現しているということでございます。 

それから最後のテーマでございますが、人々が集い、恵みや潤い、や

すらぎを与える美しい水辺空間ということで、目指す姿といたしまして

は、「諏訪湖の水辺整備マスタープラン」により湖畔が治水、親水、レク

リェーション利用、景観など、自然環境に配慮したゾーンに整備され、

湖畔環境の再生と創造が図られている。広々とした湖面の風景や山並み

の眺めを満喫しながらジョギングや散歩が楽しめている。 

地域住民及び団体の協働により諏訪湖の環境美化活動が積極的に行わ

れているということが、長期ビジョンとして定め、整備したところでご

ざいます。 

 

どうもありがとうございました。環境計画の目標はそうなっています

ので、言葉でいうと非常にすばらしいのですが、現実はどうかというと

ころで、ヒシが増え過ぎているという問題が一つ。それから貧酸素状態

が解消していない。特にその指標として、シジミが生息できるような環

境というようなことを目指してはどうかということで、今日、ヒシとシ

ジミの問題が出ているということですね。 

今の目標に対してのご意見なり、またはヒシについて、シジミについ
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て、それぞれのご意見を伺っていきたいと思いますが。 

 

すみません、それについても、後でちょっと幾つか意見があるのです

けれども、資料、私がお願いした分で、ちょっと背景を説明させていた

だいてよろしいでしょうか。 

 

資料はどれですか。 

 

それぞれの資料についてあるのですけれども、地下水位とかの資料を

お願いしたのは、岡谷の横河川というのは、あれは扇状地を流れる川と

いうことで、諏訪建設事務所が出された本にも、平時流量がないという

ふうに記載されています。ところが、20 年ぐらい前から１年中かなりの

量が流れています。これはなぜかと私もずっと思っていたのですけれど

も、このごろ湖周の他の地区の方々の情報を聞く機会があったのですが、

いろいろな湧水とか地下水の状況を聞くにつれて、どうも諏訪湖の中へ

湧出していた伏流水をとめてしまったのではないかと。それによって、

その湖の下のほうの水が動かない、動きにくくなってしまった。それと

加えて、湖底での水草の繁茂にもかなり影響しているんじゃないかなと

思っています。というのは、昔、釜穴という形で結構、温泉とガスが有

名ですけども、地下水も結構、湖の中で出ていたんですよ。それは私も

魚探で確認しているのですけれども、そういうのがあったんじゃないか

ということで、そのデータをお願いしたということです。 

それから流入河川のほうは、川から流れるその流速の問題がどこかで

つかめないかということ。 

それから、ワーキンググループで提案したものなのですけれども、で

きないというご回答だったんです。これはそのときできないという判断

をされた理由が、諏訪湖全面から水門まで引っ張るほどの流速はできな

いというご説明だったんです。ただ、そこの資料３の９番のところに私、

書いていますが、そういう考え方もできると思って、その辺のところを

もう一回、別の視点で検討していただければなと思っています。 

計画実現、提言等を実現させる担保という意味合いで、前回の資料と

同じものを出していただいたんですけれども。上川の植生水路とか沈殿

ピットというのが、これが平成 23 年の工法検討委員会で提案されたもの

です。23年から４～５年たたないとなかなか実現の道が来ないのかなと。

ただ、そういう意味では、今の状況に間に合わないので、その辺の心構

えということをお伺いしたかったという、それがあります。 

それと、今、委員長が指摘された問題に移るのですけれども、ヒシに

ついて、以前、諏訪建設事務所が刈取りを始める前に、試験的に刈り取

っていろいろ、信大と私も水産試験場の立場で調査をさせていただきま

した。このときに刈り取ってそのままにしておくと、３年間でもとに戻

るという結果が出ています。ですから、３年間でもとに戻るということ

は、単純にいえば３分の１以上刈取らないと減らないという形になりま

す。それで、その辺のところは、感覚としては半分とってもいいんじゃ

ないかとは思っています。 

それともう一つは、河川のその流入部の流速が減ったことで、これ山

室先生もごらんになっていますけれども、河川でのヒシの繁茂が非常に

ひどいんですよね。湖内で刈取っても河川から種（タネ）が流れてくれ

ば、また元の木阿弥になるということ、いたちごっこになってしまって

いるので、その辺も含めて、刈取る際にはその河川の方の分も考えなけ
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ればいけないと。 

それから水草のほうなんですが、資料１のフロー図の中で「沈水植物

の種類により」というのが、フロー図の中に２カ所、書いてあるのです

けれども、これ先ほど、今までの話の中でも宮原先生からお話しあった

と思うんですが、沈水植物の管理もしていかなければいけないという、

その辺のところも、この辺のこの矢印の中で含んでいるんじゃないかと

いうことで、種類の問題ではなくて管理上の問題ではないかと。 

それからもう一つ、フロー図の中で、シジミの資源回復については、

かなり明確に触れられているんですが、諏訪湖の中でベントス（底生生

物）だけでなくて、やっぱり魚とかエビについては諏訪湖を三次元的に

考えて、漁協さんからの提案もありましたけれども、漁礁とかそういっ

たものも緊急的な対応策としてぜひ、人工魚礁とか人工藻場とか、そう

いう技術もありますので、その辺のところも並行して考えていかないと、

シジミというか貝類だけにやっていくと、それ何か片手落ちじゃないか

と。底質がよくなっても魚は戻ってきませんので、その辺のところをぜ

ひこの中へとり入れていただければいいんじゃないかというふうに思っ

ています。以上です。ちょっと長くなりました。 

 

今、植物の話が出ました。大塚さん、関連でいかがでしょうか。諏訪

湖の植生について。 

 

確かに今、ヒシがかなり繁茂してしまっている状況、これを解消する

ということの提案で、３分の１以上がまたもとに戻るということですけ

れども、確かに、しっかりとれればいいかと思います。 

先ほど言われたように、そのヒシは種をつくって、それがまた来年の

繁茂のもとになりますから、今やっている刈取りのほかに、何とかそこ

に種の駆除をつけ足すなり、あるいは花をとるという形のものを考えら

れれば、ちょっといいかなとは感じています。 

だけど３分の１がとれるかどうか、そこら辺がちょっとポイントにな

ってくるかなという点があります。 

 

今は 10％ぐらいということで進めているのですね。30％ぐらいまでは

良いのではないかということですね。 

建設事務所のほうで、新川はだいぶ川の中のヒシもとっていますね、

ほかの川はどうですか。 

 

私どもでやっているヒシ狩りにつきましては、水深がある程度ないと

除去できないものですから、水深の浅いところにつきましては人力や、

小型のものを導入するかどうかというところも含めて、新たに対応を考

えていかなければいけないと思います。 

 

はい。また今のご意見を含めて。これからのヒシ刈りの計画にも生か

していければと思いますが。30％がいいか、10％のままでいくかという

のは、また検討の必要があるかと思いますが・・はい、どうぞ。 

 

資料４のスライド３で、まず「ヒシ刈り取りによりアオコが発生した

報告がある」というふうに書いてあるんですけれども、これはたまたま

だと思います。ヒシを刈ることによってアオコが発生する、科学的根拠

というのは、いろいろな論文を読みましたがそれはないと思います。逆
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水産試験場 

に、例えば Alternative stable state 理論を唱えた Scheffer も、富栄

養化をするとアオコやヒシが増えるという論文を書いているぐらいなの

で、ヒシはアオコと同じで、全部除去してもいいのではないかというよ

うに考えています。 

ここに、「水生昆虫・魚類なども水草によって」と書かれているんです

けれども、実際、私、もぐって湖底を見ましたら、もう根が密に絡んで

いて、これはもう絶対、魚なんて入っていかないですし、酸素を測ると、

ヒシでおおわれたところはゼロに近いんです。 

ですので、ここに書かれているその 10 分の１しか刈取らない根拠とい

うのは、私はちょっと科学的には非常に不明確というか、科学的な根拠

がないんじゃないかなと考えます。 

あと、除去することによって湖沼から栄養塩を除去しているというこ

となのですけれども、手賀沼では広大な面積に蓮が広がっていて、あの

蓮を毎年、枯れたものを除去したらどれぐらいになるかというのを、千

葉県さんと計算したことがあるんですけれども、負荷量の一日分にもな

らないんです。 

ヒシについても、おそらく全部刈取ってもほとんど負荷除去にはなら

ないと思います。栄養塩除去のために３割なり９割残して、しかもまた

生えてくるということを繰り返すということは、経費的にも無駄ではな

いかと思います。 

先ほどシミュレーションという話もあったんですけれども、栄養塩収

支がどのくらいで、それに対して、ヒシを残すことによってどれくらい

栄養塩の取り込みと有機物の生産があって、さらにはそれを刈取ること

によってどれくらい除去するかというのを、きちんと定量的に計算した

上でコスト計算をして、10 分の１なのか３分の１なのか、それとも全部

除去のときには、全部とってしまって数年で何とか刈取ってしまって、

これから生えないようにするのが一番安いのか、そういうことも視野に

入れて検討してみてはと思います。 

 

ありがとうございました。計算はされていると思うので、それも検討

の課題としてこれから戦略チームで検討していただければと思います。 

先ほど宮原さんから、ヒシがとれても今度は沈水植物が問題になるか

もしれないという話もされていましたが、それに関連して何かご意見を。 

 

直接は関係しませんけれども、今、資料４の２枚目の２ページのとこ

ろの刈取量ということでお示しになっていますけれども、刈取り面積と

いうものは把握されていらっしゃらないのでしょうか。 

というのは、こちらに示されているヒシの繁茂面積というのが、刈取

りをした後の面積なのか、刈取りをする前の面積なのかで随分、その刈

取った効果がある、ないといったところの見方が変わってくるように思

います。実際見ていますと、刈取りをしたところにはヒシが生えていな

いような感じですので。 

１割というお話でしたけれども、実はもっとたくさん面積としては刈

取られているのかということがあるのかなと思って、刈取りの面積と、

その繁茂面積の関係はどうなっているか、お聞きしたいなと思いました。 

 

今の件についてはお答えできますか。 

 

この刈取り面積と、このスライド１との関係ですけれども、平成 25 年、
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26 年につきましては、調査時期と刈取った時期がわずかに重なっていま

すけれども、ほぼ刈取りが始まる前という状況になっております。 

27 年につきましては、刈取りが始まっていたので、刈取った後、また

生えてきた場所等ございまして、完全な重ねあわせは出てきてはおりま

せんけれども、基本的に 27 年はほぼこれが刈取る前の状況と近いという

ように考えてございます。 

 

よろしいですか。植生が諏訪湖で確かに変化してきた。最初、富栄養

化が起こると、まず水生植物の生えている面積が減ってくる。だけれど

も栄養が多いから現存量は増えるのですね。ですから、単位面積当たり

の現存量が増えて来る。その時期を超えると、今度は逆にまた面積も現

存量も減り、種類も変わってくるというような経過をとっていますが。

きれいになって行く過程では、その逆コースをとるかどうかというのは

ちょっとわからないですね。 

ですから、面積だけを基準にしていっても、なかなかそれが増えたの

か、減っているのかわからないので、それの密度とか、実際の現存量に

ついて比較していく必要があります。これは研究的な面の話かもしれま

せんけれども。 

ほかにいかがでしょうか。豊田さん、何かあるべき姿で。 

 

いいです。 

 

いいですか。では今度のシミュレーションで大いに活躍していただい

て、いい方向を出していただければと思います。次に傳田さん。 

 

あるべき姿として、ちょっと一つ、私からの提言というか。 

資料１の図でつくられた、全部のパートが実現できるようなものがで

きると、理想的な諏訪湖に近づくのではないかなと思います。特にヒシ

を含めて水生植物、それから魚類、水質、これ全部バランスがとれて理

想的な諏訪湖になると思います。また、それぞれの場所で、目標に対す

る設定が違ってくると思います。例えば、ヒシが繁茂しやすい場所、他

の水生植物が繁茂しやすい場所、諏訪湖の中でも場所の特性があると思

います。 

これらの場所特性も、物理場の面から説明をしてあげて、やっぱり諏

訪湖の一番の利点というのは物理的なレギュレーションが再生できると

ころでありますから、そこをうまく使いながら場をまずつくってやって、

それでこの目標をうまくリンクさせて、しかも得手不得手があるように、

配置させることができれば、きっとこの資料１のボックスが実現できる

と思うのですね。ですので、端的にいうと、既存のデータを活用して扱

われていくと、上記の湖沼管理が実現できると思います。 

あともう一つは、流域の視点というのをぜひお持ちになっていただい

て、資料１のボックスを実現してやりたいなと思います。これは私から

の目標への提起です。 

 

ありがとうございました。今の記録をきっちりとっておいていただい

て、また皆さんにお配りできればと思います。 

谷さん、環境省の立場からいかがでしょうか、諏訪湖に対して。 

 

ヒシに関しては、モデル事業の中でやっている部分で、とる方法とい
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うのも大事かなということです。今、モデル事業でとる時期や種

たね

ごとと

るとか、そういうとる方法についてはいろいろやり方を検討していただ

いていますけれども、そういうところも大事かなと思います。 

それと湖沼の望むべき姿ということで、今、うちのほうでも、望まし

い湖沼実現に向けた手引き（望ましい湖沼水環境実現）というのをつく

っていまして、その中で地方公共団体にいろいろ課題をずっと聞いてい

るのですけれども、やっぱり指標を定めて地域一体となって臨むことが

大事だというような話です。 

そのときに一番問題なのが、その行政が携わっているときには例えば

３年の交付金とか負担金があって、そのときは動くのですけれども、そ

の３年が終わった後、どうしてもだんだん尻すぼみになってきて、その

望ましい対策は進んでいかないというのが各地方行政団体からの意見と

してあります。 

今回でいえば、魚介類の取れる諏訪湖とか、ちょっと違うかもわかり

ませんけれども、地域の望ましい姿を決めるのであれば、地域一体とな

って住民も参加した形で決めていただいて、体制とモニタリングまで含

めたシステムをつくっていただければなと思います。 

 

はい、ありがとうございました。これは県のほうの戦略会議、戦略チ

ームで検討していただいて、ずっと長く続けていくということに努力し

ていただきたいと思いますので、まあ戦略チームの宿題みたいなことだ

ろうと思います。はいどうぞ。 

 

シジミに関係していいですか。 

 

シジミのことはまだ出ておりませんので、どうぞ。 

 

私、日本で一番シジミがとれる宍道湖を研究しているんですけれども、

その経験からすると、底質がいくらよくても実はシジミというのは植物

プランクトンが藍藻だと太らないんですね。先ほど漁獲量がどんどん減

っていて採算が合わなくなったというのは、おそらくアオコが主体にな

ってきた時期と重なるのではないかなと思うんです。宍道湖も 2012 年ぐ

らいまでどんどんどんどんとれなくなって、その原因はプランクトンの

種類が珪藻主体から藍藻主体になったからでした。 

ところが宍道湖の場合は汽水なので、2013 年にものすごく塩分が高く

なって、藍藻は淡水性なので塩水によって珪藻に交代したとたんに回復

して、また日本一の生産量を取り戻したという経緯がございます。 

この諏訪湖には塩水を入れるわけにいきませんから、どうやって珪藻

にするかということがヒントになるのが手賀沼です。手賀沼はずっとア

オコの湖、ワーストワンの湖だったんですけれども、導水をすることに

よってアオコがなくなって、珪藻になったんです。 

ではその導水は、きれいな水を入れているかというと、そうでなくて、

やはり利根川の非常に栄養塩濃度の高い水です。では何でその導水をし

たらアオコじゃなくて珪藻になったかというと、先ほどの滞留時間なん

ですね。川ってどれだけ窒素やリンが高い水でもアオコが発生しません

よね。アオコというのは滞留する水で発生するんです。 

先ほど確認させていただいた滞留時間が 1970年では 39日だったのが、

今、50 日ぐらいに増えている。その原因を、もしかしたら先ほどの地下

水が湧水、伏流水として入ってこなくなったとか、そういうことがある
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かもしれませんけれども、だとしたら、それを解決することで、もしか

したらまた珪藻主体になるかもしれないし、伏流水を入れるのが難しい

ようであれば、かわりにほかの水から導水を入れるというような、そう

いう検討も、珪藻主体の湖にしていくというのでは一つ、考えられるの

ではないかと思います。 

あと、シジミがとれる湖にしたいというときに、沈水植物をどう考え

るかなんですけれども、宍道湖では沈水植物は本当に困るんです。宍道

湖の場合は、沈水植物がなくなった理由は除草剤ということでほぼ確定

しておりまして、2006 年でしたか、ポジティブリスト制度といって、食

品から特定の農薬が検出されてはいけないとするそれまでのネガティブ

リスト制度から、すべての農薬が一定濃度以上検出されてはいけないと

いう制度に変わりました。その翌年、シジミから除草剤が検出されまし

て、周辺の自治体に除草剤を減らすよう圧力がかかりました。その減ら

した翌年から沈水植物が増えています。 

だからおそらく、宍道湖の場合は沈水植物は除草剤の使用によってな

くなって、除草剤の使用を減らしたことによって復活したんですけれど

も、復活したことによって何が変わるかというと、例えば禁猟区をつく

ったところはシジミ搔きをしないので、水草が生えてしまうんです。そ

うするともう本当に、先ほど宮原先生がおっしゃったように貧酸素にな

るんです。貧酸素だけじゃなくて、細かい泥なんかもたまっていって、

後でそこを禁猟区でなくして、水草をとっても底質が悪化すると思いま

す。 

それではどうして昔は沈水植物で湖がヘドロにならなかったという

と、これは知っている人は知っていると思うんですけれども、1950 年代

までは化学肥料のかわりに水草をとっていって、それを肥料に使ってい

たんですね。これ全国そうです。諏訪湖でもそうです。先ほど武居委員

が簡易とおっしゃったのは、そういうせいもあると思うんです。ではど

のくらいの水草をとっていたかというと、ほぼ根こそぎに近いぐらいと

っていっても、水草というのはおそらく、ｒ戦略で結構繁殖力があるの

で、ほんのちょっと根っこが残っていてもまた湧いて出るんですね。逆

に何もしなかったらどうなるかというのは、今の宍道湖を見るとわかる

んです。本当に何というか、先ほどヒシが壁のようにと言ってたんです

けれども、小型の沈水植物が壁のようになっていて、何かまるで堰堤を

つくったみたいなんです。 

なので、今後、管理というのは非常に大切で、こんなに人口が集積し

たところにある湖というのはやっぱり、昔から人と生態系の相互作用に

よって望ましい状態を維持していたと思うんです。それが高度経済成長

期にそういう関係が崩れてしまったという面があるので、経済成長期前

まではどうしてこんなに水草があって、いろいろな動物がいたのに、ヘ

ドロ化しなかったのかという観点から、もう一度、かつてはどうだった

かというのをきちんと科学的な目で確認してから、諏訪湖に合ったビジ

ョンというのを立てていけばいいのかなと思います。 

 

ありがとうございました。諏訪湖で沈水植物が非常にたくさん生えて

いたところというのは、今は埋め立てられてほとんど道路になってしま

っているのですね。そういうところは大体が地下水が出ていたところが

多く、湖底は砂地だったところだったと思うのですが。 

先ほど藤森組合長さんから地下水を出して湖に戻すために矢板がとれ

ないかと、私もそう思うことがありますが、この話は建設事務所の方は
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嫌がると思うのですけれども。何かこう、できないというのではなくて、

できるかできないかをもう一度検討してみるということも、戦略上は必

要だと思います。どうしてもできないものをやることはできないけれど

も、もしかしたらできるところもあるのかもしれない。 

特に豊田地区のほうは、地下水で湖に水が入っていたところですが、

矢板で土留めをしたので、もう完全に密封してしまったような形になっ

ていのですが、何かそれをうまく直すことが可能かどうか、やれという

ことじゃなく。可能かどうかをまず検討してみるのも必要じゃないかな

と私は思うのですが、いかがでしょうか。答えにくいということであれ

ば結構ですけれども。 

まあ、聞いたということで、今後そういうものも、できないことも検

討してみるというところが大事かと思いますので、ぜひ戦略チームのほ

うで何かいい考えはないか、検討していただければと思います。 

シジミの問題についてほかに、宮原さんもシジミ、いろいろ手伝って

いますが、どうぞ。 

 

補足だけ。先ほど水産試験場さんのほうからシジミについて、マシジ

ミなのかタイワンシジミなのかということでご説明ありました。その中

に信州大学理学部、東条さんの名前がありましたけれども、現在、漁協

さんだとか、あるいは水産試験場さん、あるいは私どもを含め、説明い

ただいた資料には載っていないシジミについても、ミトコンドリア DNA

の解析を東条さんにお願いしているということでございます。 

全国的にどういう状況になっているかということが、参考資料の中で

は区別がつかないということでございましたけれども、現在のところ、

東条さんでやってもらっている範囲でも、マシジミとタイワンシジミと

区別や、そもそもマシジミなのかどうかということも分からなく、みん

な同じになってしまうというようなことになっています。その辺もう少

しデータを増やして結果が確定したところで、またこういった場で公に

していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

はい、ありがとうございました。シジミの問題、ややこしいことにな

って、マシジミなのかタイワンシジミなのか、よくわからないというよ

うな状況ですね。ミトコンドリア DNA で調べているようですけれども。 

本当に昔からそのマシジミが、マシジミでタイワンシジミと違ってい

たのか、それとも同じような種類の中の一つだったのか、その辺の解析

が、専門家にもわかりにくくなっているようです。信州大学の東條先生

が広く調べていらっしゃって、そのうち結論が出ると思います。あまり

ほかからの生き物を入れてはいけないとかということがあって、その区

別をできればしたいということで進めています。現在各地からのサンプ

ルがそろってきたようですので、またその結果を見ながら検討していく

必要があると思います。 

当面はヤマトシジミをまいて増やして、漁獲量を多くすると、再生は

できないわけですから、それで漁獲に反映できれば良いということです

が、ゆくゆくは自前のマシジミ、淡水性のシジミが再生して増えていく

ような環境ができてくればいいなというのが目標かと思います。 

そのタイワンシジミかマシジミかわからない、淡水性のシジミが上川

の分流の中門川でよく採れて、農家の方も採っているようですが、食べ

ているかどうかはよくわかりません。淡水シジミがまだ死滅しているわ

けではありません。そのシジミが本来の諏訪のシジミなのかどうか、も



35 

 

 

 

 

 

 

大塚委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖野委員長 

 

山室委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖野委員長 

 

藤森組合長 

 

 

 

 

 

 

 

 

う少し待ってみないと分からないというのが現状のようです。 

それを含めて、シジミの環境、シジミが生育する環境を整えていこう

ということも、一つ大変大事なことだと思っています。 

いかがでしょうか、シジミとなると、大塚さん、何か生物ということ

で、生物環境についてありますか。 

 

やはり諏訪湖でシジミをとるといったときに、再生産可能なものにし

ていくというのはやっぱり目標になるかなという感じがしていますし、

結果から考えていくと、その生産量を確保する意味ではヤマトシジミの

こともそれはあり得ると思います。 

タイワンシジミも入れているようですので、その中でいろいろ交雑が

起きたりして、わけのわからないシジミができていている感じがします

が、そこら辺はまた、信大さんのほうで分析をしているということです

ので、そのことに期待をしたいと思います。 

いずれにしても、シジミを増やすための場所とその水草帯の再生とい

うんですか、いろいろな形のバランスをとりながら区分けをしながら、

その昔ながらの自然をさらに取り戻していければいいかなという感じは

しています。 

 

どうもありがとうございました。山室さんどうぞ。 

 

地元の方にちょっと印象を教えていただきたいと思うんですけれど

も、昔の漁獲とかを見ていると、シジミよりはタニシのほうがよくとれ

ているという気がするんですね。ふるさとの味としてシジミとタニシと

どっちなのかなというのがちょっと気になっているのが一つあるのと、

あと昔、結構、諏訪湖はウナギがとれていたそうで、ウナギというのは、

今、絶滅が心配されているところで、昔、たくさんいたんだったら、そ

れを復活するということも実は考えてもいいのかなと。 

そうすると、先ほど武居委員が言っていたように、それは底質という

より、むしろ湖岸なんですね、それこそ矢板を取っ払うという話につな

がるかもしれないんですが。 

何かそのあたりはどうなんでしょうか、やっぱりシジミがいるところ

というのは人が遊びにいくというと、ちょっと深いですよね。でも湖岸

でタニシを採るとか、うなぎ釣りするといったら子供たちもできるしと

いうところがあるので、そういうところでこういうビジョンをつくると

きに、もうちょっと湖岸にフォーカスするというご意見がなかったのか

なというのをちょっと伺いたいと思います。 

 

その辺のことは藤森さん、いいですか。 

 

今、お話があったように、とりあえずシジミに焦点を当てたのは、シ

ジミがとれるような諏訪湖になれば、ほかの魚介類も当然とれるように

なるだろうということでもって、シジミに焦点を当てたんですけれども。 

もともと諏訪湖で特別に珍重されたものはタニシなんですよね。諏訪

地方ではタニシといわなくてツブというんです。ツブの剥き身が非常に

珍重されまして、ツブが諏訪湖の中にもういっぱいいるという状況であ

って、お祭だとか客を呼ぶ場合、大体、どこのうちでもタニシの剥き身

のお料理をつくって、お客様を迎えるというのが諏訪の習慣になったん

ですね。そのタニシはますますというか今、全くいないというような現
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実なんですね。 

当然シジミがとれるようになれば、タニシも復活するだろうと思いま

すので、タニシも当然、諏訪湖の漁業として柱になっていますし、ウナ

ギについてはもともと天竜川を遡上してきて、大正年間、あるいは昭和

初めのころ、遡上してきたウナギが諏訪湖に住みついて、年間で数十ト

ンのウナギをとっていました。 

それが今、全く遡上してくる魚道はありません。逆に遡上してくるほ

うも、稚魚を買って放流していたんですけれども、それも相当量、諏訪

湖でもって生育をしまして、結構生産量がいっていました。それが、こ

このところ湖底の貧酸素が発生するようになって、ウナギを放流しても

放流しただけのウナギがとれないということが現実なんですね。しかも、

そのウナギの生息できるような場所もないと。蛇籠だとか石積みだとか、

そういったものがないので、生息する場所がないということで、うなぎ

も本当は諏訪湖のブランド品として売り出せれば一番いいかなと思って

いますし、また諏訪湖のウナギはおなかが黄色くなるんです。おなかが

黄色くなるというのが、そういう意味で「鵞湖（がこ）黄金うなぎ」と

いうことで、７～８年前に目指したことがあるんですけれども、なかな

か放流した量が回収できないということで、今は放流を少なくしている

という状況です。 

 

どうもありがとうございました。よろしいですか。 

マイナスの話ばかりしてしまいましたが。最近、トンボが少しずつ戻

ってきているという話をよく耳にするようになりました。私も湖岸で、

イトトンボですけれども、大量に飛んでいるのを見たことがありますが、

大人の人は見え難いですね、大体、腰のあたりで飛んでいるので。子供

はよく見えるということです。諏訪湖の回復は、ヤゴの種類が増えてき

て、トンボが復活してくるようになれば本物に近くなると思います。ま

だこれはほんの少しですが、期待は持てるだろうと思いますので、トン

ボがだんだんと増えていくような環境を諏訪湖の中に取り戻していくの

は人間の役割ですよね。できるところだろうと思いますので、ぜひそう

いうのも見ながら、トンボが飛ぶ諏訪湖になるといいなと期待していま

す。 

私が来た頃、諏訪湖が一番汚いときですが、サナエトンボやウチワヤ

ンマがたくさん飛んでいました。サナエトンボが観測で湖の上に出てい

くと、顔にぶつかるぐらい飛んでいました。そういう状況が汚いときに

もあったのだから、きれいになってきた今の諏訪湖にも可能性がないわ

けじゃないし、少しずつ見えるようになってきたというのを大事にして

いければいいなと、私自身はそう思っています。 

ほかにご意見よろしいですか。これから、話だけしていても問題は一

向に解決しないので、できるだけ実際に実験をするなり、試してみるな

りという行動に移れるような結論を出していきたいと思いますので、ま

た次の会にぜひ具体的な案があれば提案していただきたいと思います。

それから環境省のほうでもいろいろなところで同じような問題を手がけ

ておられると思いますし、ぜひ参考に、そういう例もご紹介いただける

と、諏訪湖に利用できるものもたくさんあるんだろうと思いますし、諏

訪湖で手掛ければ、きっと環境省も応援してくださるだろうと思います

ので、ぜひ検討の場でどんどん具体的な提案をしていただければと思い

ます。 

時間は５時までということですが、ちょうど副知事の中島さんもお見
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えになっていますので、最後の締めに一言、期待をお話しいただければ

と思います。 

 

皆さん、こんにちは。遅れてきてすみませんでした。副知事の中島で

ございます。 

私、２回目からの参加でございますけれども、本日さまざまなご意見

をいただきましてありがとうございました。 

私自身はもともと環境省から来ておりますけれども、環境省にいると

きにも、この湖沼の水環境保全対策に２回ぐらいかかわっておりまして、

そのときには諏訪湖は唯一、ほかの湖と比較して水質がよくなっている

ということで非常に注目をしていました。湖沼は本当に、その水環境の

中では最後に残されたとりでということで、非常に難しい分野ではある

んですけれども、ぜひ諏訪湖の水環境保全を、水質だけでなくて生態系

全体、または流域も捉えた上で、しっかり対策を強化していきたいなと

思っています。 

そういった観点からもさまざまご意見をいただきました。諏訪湖の戦

略チームに対する宿題をいただきましたので、私、その諏訪湖の戦略チ

ームのチーム長も務めていますので、皆さんからいただいたご意見、今

まで県としても検討できないといったようなことも含めて、しっかり議

論していきたいなと思っています。また沖野先生から、ワーキンググル

ープをつくってはどうかというご提案もあったと伺っておりますので、

ぜひ先生方の力を借りながらしっかりこの今回のワカサギの大量死を契

機とした湖内の水環境全体のことをきちんとレビューをして、対策を強

化していきたいと思います。ぜひ今後ともいろいろ、ご助言、お力を貸

していただければと思います。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

どうもありがとうございました。突然振って申しわけありません。 

専門家の検討の場はあと２回、今日で終わりということではなくて、

これからが具体的な提案をしていくという場になると思いますので、大

変たくさんのデータを加えて、これから先、大変でしょうが、ぜひ具体

的な案を提案できるように検討をしていきたいと、そのように思います

ので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

今日は前半にちょっと時間をとってしまいましたけれども、とりあえ

ず５時までにということで、今日の検討の場をこれで終わらせていただ

きたいと思います。 

どうもご協力ありがとうございました。それでは事務局にお返ししま

す。 

 

沖野委員長様、委員の皆様、ありがとうございました。 

次回でございますが、今日ワーキングという話もございましたので、

また改めて委員の皆様にご連絡申し上げたいと思っております。 

以上をもちまして、第２回諏訪湖の環境改善に係る専門家による検討

の場を終了いたします。長時間にわたりご討議いただきありがとうござ

いました。 

 


